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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○議長（菊池 孝君） ただいまから平成30年第19回住田町議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員は12人です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（菊池 孝君） これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（菊池 孝君） これから諸般の報告をします。 

 職員に朗読させます。 

〔事務局長朗読〕 

○議長（菊池 孝君） 町長より行政報告があれば発言を求めます。 

 町長、神田謙一君。 

○町長（神田謙一君） 三陸木材高次加工協同組合、協同組合三陸ランバーの両事業体及び両

事業体へ貸し付けした町貸付金の連帯保証人に対し、貸付金返還等調停事件として話し合い

を行ってきましたが、調停による話し合いが終了したことからご報告をさせていただきます。 

 この調停につきましては、昨年７月の臨時議会で議決を得て、町顧問弁護士を通じて準備

を進め、11月下旬に簡易裁判所に申し立てを行いました。 

 第１回目の調停を今年１月中旬に行い、その後、３月、４月、５月、８月に呼び出しがあ

り、計６回の調停が行われたところであります。 

 第１回調停では、両事業体、連帯保証人に対する調査意見の確認と個々の意思確認が行わ

れました。第２回調停では、調停員から両事業体と連帯保証人に対し、責務として支払額の

提示を求めましたが、到底納得の得られる金額、内容ではありませんでした。第３回、第４

回調停では、調停員から具体案を申立人から示してくださいと求められ、当方からは議会、
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住民から納得が得られる額とし、連帯保証人からの財産開示を求めてきました。第５回調停

では、連帯保証人から、弁護士と相談し連帯保証人間で調整し、一定額の負担をしたいと申

し出があり、調停員から、連帯保証人が十分に協議する時間を設け、最終的に８月に行った

調停において確認をしたところであります。 

 ８月の調停を迎えるに当たり、連帯保証人から裁判所を通じ上申書により調停条項案の提

示があり、到底理解の得られる金額、内容ではありませんでしたので、議員の皆さんと協議

した結果、再考されたいと回答しております。最終的に８月の調停では同様の回答であった

ため、裁判官からも折り合うための提案もありましたが、当日参加した連帯保証人からは受

け入れられないとの回答であり、今後の進展が見込めないと裁判官の判断により調停による

話し合いが打ち切りとなり、和解、合意に至ることができませんでした。 

 この調停手続きは、町として事業体を存続させるために行った手続きであり、気仙プレカ

ット事業協同組合の協力を得ながら２事業体の再建を図ろうとしたものです。今後につきま

しては、町ができること、事業体ができることを整理し、町顧問弁護士と相談しながら進め

てまいりたいと考えており、今後も議会の皆様とともに協議しながら進めてまいりたいと思

っているところであります。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 教育委員会より、行政報告があれば発言を求めます。 

 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 教育委員会からは、１点、成人式について報告いたします。 

 平成30年度成人式は、去る８月12日、日曜日、役場町民ホールにおいて、菊池議長様をは

じめ、来賓関係者多数ご臨席のもと開催いたしました。 

 今年度の対象者は平成10年度に生まれた62名で、内訳は男性39名、女性23名でありました。

ちなみに、過去の新成人の人数ですが、平成28年度は56名、平成29年度は39名、今後の見通

しといたしましては、31年度は34名、32年度は49名となっております。 

 当日は、他の自治体で散見されるようなトラブル等は一切なく、厳粛な中にも和気あいあ

いとした非常によい雰囲気の中での開催となり、時間どおりスムーズに進行し、最後の会場

の後片付けにも多くの新成人にお手伝いをいただきました。これも、小中学校時代の教育に

加え、ご家庭での、あるいは地域の教育の成果の一端ではないかと思っております。 

 なお、今年度も新成人には、町の木いくプロジェクトの一環として、地元の職人が作成し

た木の名刺入れを記念品として贈り、大変好評でありました。 
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 以上、報告を申し上げます。 

○議長（菊池 孝君） 次に、私学助成をすすめる岩手の会、会長、土屋直人氏から提出され

た私学教育を充実・発展させるための陳情は、配付としましたので、報告します。 

○議長（菊池 孝君） これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（菊池 孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、住田町議会会議規則第118条の規定によって、４番、瀧本正德君、５

番、菅野浩正君を指名します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（菊池 孝君） 日程第２、会期の決定を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月18日までの15日間としたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（菊池 孝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月18日までの15日間に決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（菊池 孝君） 日程第３、一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◇ 荻 原   勝 君 

○議長（菊池 孝君） 順番に発言を許します。 

 １番、荻原勝君。 

〔１番 荻原 勝君質問壇登壇〕 

○１番（荻原 勝君） おはようございます。 

 １番、荻原勝です。 

 通告に従いまして質問してまいりたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 １、教育振興施策について。 

 教育環境の整備充実と本町の特色ある教育の推進について、次の点を伺います。 

 （１）今夏は、全国的にもまた気仙管内でも、そしてこの住田町でも異常気象と呼べるほ

どの猛暑が続きました。気象庁では、この猛暑・酷暑を災害と認識し、また、当町役場でも

防災広報を通じて、この事態に対する注意喚起を促したと記憶しております。そこで、町内

の保育園、小学校、中学校における現状の熱中症対策はどのようになされているのか伺いた

いと思います。 

 （２）当町では今年度より、住田高校の魅力向上に資するための教育コーディネーターが

活動を開始しています。そこで、その活動内容と新たな魅力づくりのための支援策について

伺いたいと思います。 

 （３）当町では、かねてより、対県要望において県立併設型中高一貫教育校の設置を県に

求めてきました。また、一方で、昨年度から国の研究開発学校の指定を受けた町内小中高５

校連携による地域創造学の取り組みも始まっています。そこで、中高一貫校と研究開発学校、

あるいは地域創造学の取り組みを、今後どう関連づけ教育振興を図っていくのか伺いたいと

思います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） 答弁を求めます。 

 教育委員長、多田茂君。 

〔教育委員長 多田 茂君登壇〕 

○教育委員長（多田 茂君） おはようございます。 

 荻原勝議員の、１、教育振興施策についての（１）町内の保育園、小学校、中学校におけ

る現状の熱中症対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 この夏におきましては、気象庁の住田観測地点で、６月下旬から８月27日までの間、日中
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の最高気温が摂氏30度以上の真夏日となった日が通算24日、35度以上の猛暑日となった日が

２日ありました。最近５年の状況を見ても、その日数は多い夏だったと捉えております。 

 そういった状況の中、町内各保育園及び小中学校においては、教職員のこまめな対応に加

え、保護者のご協力をいただきながら熱中症対策に取り組んだところであります。 

 具体的な対応内容でありますが、保育園におきましては、保育室に麦茶を準備し、園児の

こまめな水分の補給とタブレットを摂取することによるミネラルや塩分の補給、直射日光を

防止する服装の奨励、乳児については、未発達な体温の調整機能を補うためのエアコンの利

用、年中・年長児においては、お昼寝の際には風通しのよい部屋やホールを活用するなど、

工夫をして対応しているところです。 

 小学校におきましては、各自水筒を準備、水やお茶を持参し、こまめな水分補給を促して

おりますし、教職員は健康観察の徹底による体調の把握に努めております。保護者の皆様に

対しても、家庭での健康管理についてお願いしているところであります。夏期の体育の授業

としてのプール利用につきましては、水温と気温など、天候に留意して実施しているところ

であります。 

 中学校におきましては、小学校と同様の対策をとり、さらに運動部の活動も実施されてい

ることから、環境省が発表している暑さ指数に留意し、指標がＷＢＧＴ31℃を超えた場合に

は部活動などの屋外活動を原則中止とし、場合によっては早めに帰宅することとしておりま

す。 

 小中学校におきましては以上の対策をとりながら、教室内での授業や活動では扇風機を利

用しているところであります。 

 このように、保育園、小中学校の職員の対応及び保護者の皆様のご協力があって、今年の

この暑い夏において園児や児童生徒の熱中症の発生はなかったところであります。今後にお

きましても、今年のこの夏と同様の対策をとり、気象情報等を参考にしながら、状況に合わ

せた活動を実施していくよう徹底してまいりたいと考えております。 

 次に、（２）教育コーディネーターの活動内容と住田高校の新たな魅力づくりのための支

援策についてのご質問にお答えいたします。 

 この４月に教育委員会事務局の嘱託職員として採用した教育コーディネーターは、住田高

校の魅力向上や生徒の高校生活の包括的支援を主な用務としております。 

 これまでの活動内容は、本町と同様に過疎化等で子育てや教育について課題を有している

地域の自治体やＮＰＯ法人等民間団体について意見交換や調査活動も行い、情報収集に当た
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っているところです。 

 また、住田高校の在校生、教職員、保護者、近隣住民、住田高校卒業生などに住田高校に

関するヒアリング調査を実施し、住田高校の印象、要望や魅力づくりについてのご意見を聴

取し、取りまとめを行っております。その結果、新たな支援策として、放課後それぞれの生

徒が帰宅するバスが来るまでの間、自学自習などができる場所の確保や体制づくりをするこ

ととしました。それが今回の補正予算にも計上いたしました、住田高校自学自習支援事業と

いう取り組みを実施しようとするものであります。 

 次に、（３）中高一貫教育校と研究開発学校の取り組みを関連づけた教育振興についての

ご質問にお答えいたします。 

 本町におきましては、平成15年12月に中山間地域における人材育成の方向性として、岩手

県に対して中高一貫教育校の設置について初めて提言を行い、その後も機会あるごとに設置

を要望してまいりましたが、議員ご承知のとおり、実現には至っていないところであります。 

 今後におきましても、住田高校が町内の中学生の進学先ということだけでなく、県全体の

課題でもある中山間地域の担い手となる人材育成のための併設型中高一貫校の設置について

引き続き要望をしていきたいと考えております。 

 また、本町の教育振興については、保育士、小中学校、高等学校の教員が交流を図りなが

ら実践に取り組んできた経緯があります。そのことから、平成25年度から教育研究所の研究

体制を見直し、保育園と小学校の連結、小中学校の連結、中学校、高校の結びつきについて

それぞれ研究部を構成し、保育園、小中学校、高等学校の継続的、系統的な教育活動に取り

組んできたところであります。 

 研究開発学校の取り組みにおきましても、これまでの取り組みによる小中学校と高等学校

の滑らかな接続を生かして、新たな教科として地域創造学を新設した場合の教育課程、指導

方法及び評価方法等のあり方に関する研究開発ということで、既に住田高校も含めた研究開

発を進めているところであります。 

 以上のことから、研究開発を進めることにより、一層保育園から高等学校までの実質的な

協力、連携を強固なものとしながら、住田高校が本町の教育振興を進める上で欠けてはなら

ない重要な存在であること、さらに地域創造学の取り組みによる中山間地域の人材育成に重

要な役割を担っているという位置づけをして、本町の教育振興を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上であります。 
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○議長（菊池 孝君） 再質問を許します。 

 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） それでは、（１）の２回目以降の質問を始めさせていただきたいと思

います。 

 今夏は全国的にも、また気仙管内でも、そしてこの住田町でも異常気象と呼べるほどの猛

暑が続きました。気象庁ではこの猛暑、酷暑を災害と認識し、また、当町役場でも防災広報

を通じてこの事態に対する注意喚起を促したと記憶しております。 

 そこで、町内の保育園、小学校、中学校における現状の熱中症対策はどのようになされて

いるのかという質問に対して、いろいろとお答えがあったと思います。 

 その中で、保育園には一応エアコンがあるということなので、小中に絞って伺いたいと思

います。 

 小学校、中学校で、先ほど伺いましたところ、環境省による基準、ＷＢＧＴ31℃というの

がありました。その基準をクリアするのに際し、今夏のような猛暑、酷暑が続くケースでは

かなりの困難さを伴うのではないかと私は考えております。今夏、７月、８月は特に暑い日

が続きました。そこで、今夏の猛暑、酷暑を短くまとめて振り返っておきたいと思います。 

 埼玉県熊谷市では41.1度を記録した７月23日、気象庁ではこの異常な暑さを災害と認識し

ました。７月29日、ここ住田町では７月として観測史上最も暑い24度の朝を迎えました。熱

帯夜で暑かったということだと思います。８月７日、総務省消防庁は国内の熱中症による救

急搬送車数が過去最多となったと発表しました。また、同日、文部科学省は、熱中症対策の

ための夏休み延長、授業の臨時休校の検討を通知しました。つまり、今夏のような猛烈な暑

さが少しでも夏休みからずれると、現場の先生も児童生徒も大変なのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 議員ご質問のとおり、せっかく夏休みということで夏の暑い期間、

長期休暇という制度でありますが、年によってはその夏休みの期間を外れて、住田で言えば

その前後１週間ずつぐらいが暑いときもあるということで、学校に出てきた期間に暑くなる

ということにおきましては、今年の夏のように特別なこういった熱中症対策をとらなければ

いけないということ、それから温度によっては学校生活、活動が制限されるということで大

変な苦労の中、授業等活動をしているところだと捉えております。 

 以上です。 
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○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 今年のような猛烈な暑さでは大変だというふうに受けとめました。 

 さらに、今夏の猛暑、酷暑を今夏だけの異常気象と捉えてやり過ごしていい問題なのかと

いうこともあると思います。異常気象なのか、本質的には気候変動なのか、30年に一度の偏

西風の大蛇行が原因の今夏だけの異常気象と捉える向きもありますが、気象庁の異常気象分

析検討会では、今夏の猛暑も豪雨もともに長期的な地球温暖化が影響しているとの見解を示

しています。当町に指導に来てくださっている農業講座の先生も、住田の気温は２度上昇し

ていると言っていたそうです。異常気象なのか本質的には気候変動なのか、どうでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 質問者に申し上げます。 

 質問を行うときは、簡潔明瞭にお願いをいたします。 

 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 異常気象なのか、あるいは統計に従ってといいますか、例年予測で

きるような気象なのかということについては、これはまるっきり予想できないところであり

ます。今年がこうであったから来年度はどうかというところはまるっきり予想がつかないわ

けですが、ただ、近年の地球温暖化からの影響で、こういうふうな酷暑、猛暑が多くなって

きているというところは、今後ますます増えてくるのでないかというところは、これは予想

に固くないところではあります。西日本と違ってまだまだ東北、北海道はその酷暑、猛暑の

日が継続して続くということについては、これはまだいくらか条件的にないのではないかな

というふうなことは考えております。学校でもそういった日については通常の教育活動はで

きないものと判断していただいて、それに対応した授業、あるいは部活動を行うというよう

なことはやるというふうに考えているところでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 私は、世界各地で起こっている気候変動的なことにも目を向けるなら

ば、例えば北極の氷山が溶け出していることなどを考えるならば、やはり気候変動という側

面に配慮せずにはいられない時代になりつつあるのではないかなと思います。また、先ほど

も申し上げたとおり、今夏は事実として猛暑、酷暑、炎暑でした。 

○議長（菊池 孝君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２９分 
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再開 午前１０時３０分 

 

○議長（菊池 孝君） 再開します。 

 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そこで、この事実と時代状況を踏まえ、次の提案をしたいと思います。 

 町内小中学校の各教室にエアコン、またはクーラーを設置すべきだと考えますが、いかが

でしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 先ほどの答弁にもありましたけれども、夏休み期間の前後１週間

程度が暑いときがあるというお答えをしました。そういうことも、本当にある点から言えば

一時期ということになるところであります。ただ、やはり今年は35度で済みましたが、いつ

40度というのがこの住田でも起きるかというのは本当に予想ができないところでありますの

で、そういったことも含めて学校への、全部とはいきませんが、１室、保健室とかなりを緊

急避難的な部屋として設置してはどうかということは検討していきたいと思います。ただ、

今現在、普通教室にはありませんが、パソコン教室にありますので、今年におきましてもパ

ソコン教室のほうは稼働させて、具合の悪い生徒が出た場合はそこで休ませるという対策、

１回目の答弁ではありませんでしたが、そういった対策もしているところであります。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そうすると、もう１回確認したいと思いますが、小中学校の各教室に

エアコン、またはクーラーを設置するということはあまり検討されないということでしょう

か。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 検討するとしても、まずは１室、保健室をという形になろうかと

思います。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 今夏の酷暑で政府の支援の動きもありますし、また、何より生徒児童

の学力向上にも資すると思います。また、子供のいる家族型の移住定住希望者対策としても

有効ではないかと思います。もう一度、エアコン、クーラーの設置について伺いたいと思い

ます。 
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○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 国におきましては、エアコンの設置の補助事業について既存の事

業がございます。文科省はその予算確保に向けて取り組んでいくということでありますので、

特別な補助事業を新たにつくるということではないようであります。本当に荻原議員おっし

ゃるとおり、全部の教室にあって快適な中で授業ができればいいのだろうと思いますが、い

ろいろ検討しなければならない部分がありますので、まずは保健室からということで考えて

きたいなというふうに思っております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） まずは保健室からということですけれども、そうしますと、もう一度

だけエアコンをお勧めしたいということで、先ほどもそちらのほうからもその話題がありま

したけれども、５月から８月にかけての気仙管内で真夏日を観測したのは、大船渡で16日、

陸前高田で20日、住田町で26日だったそうです。この点だけでもエアコン設置は進めるべき

だと思いますが、いかがでしょういか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 荻原議員の今のご発言等も参考にさせていただきながら検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） では、気仙管内の小中学校のエアコン設置状況はどうなっているので

しょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 気仙管内の状況ということですが、最新の調査が県内全体の部分

がありまして、平成28年度調査が最新なわけでありますが、管内で普通教室で設置している

ところは小中学校ともない状況にあります。先ほどの、当町でもパソコンルームにあるとい

うことで、特別教室においては設置しているところもあるんですが、普通教室においてはな

い状況であります。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） この件に関して、最後にエアコン設置となった場合に、既存設備との

兼ね合いに配慮すべきであること、町内業者への還元にも配慮すべきであることを指摘して

（１）の質問を閉じたいと思います。 

 次に、（２）について伺います。 
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 先ほどのお話ですと、教育コーディネーターの件について調査が行われ、それに沿ってい

ろいろあって、最終的には住田高校自学自習支援事業というものを提案されているというふ

うに承りました。私の把握しているところでは、もう少し細かいところもありますので、そ

こを一つ一つ伺っていきたいと思います。 

 まず、教育コーディネーターによる聞き取り調査というのがあります。それがこの冊子、

私も拝見しております。それによりますと、住高生のチャレンジを応援する、居場所づくり、

進学の重視などがこの冊子から導き出され、それが川口地区の食堂をお借りしての住高生の

居場所づくり事業になったというふうに伺っておりますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 今年度から配置された教育コーディネーター、さまざま活動して、

いろいろ調査していただいている中で大変浮き彫りになってきたということの中に住田高校

の子供たちの放課後の過ごし方というのが上げられてきました。時間が有効に活用できる場

所がほしいとか、あるいは安心していられる場所がほしい、あるいは集中して勉強に取り組

める場所がほしいというふうな話が出てまいりました。それらも生徒のみならず、あるいは

周辺の住民の方々であるとか、あるいは保護者の方々からも同一のお話をいただいたことも

あります。そういった点から、この住田高校の放課後過ごせる場所を設置することが有効な

手立てではないのかなというふうなところに至ったわけでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そうすると、この川口地区の食堂をお借りしての住高生の居場所づく

り事業、この事業ですけれども、住高生自体の評判はどうだったのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 生徒からは、再度こういった場を開設してほしいというような要望

もございましたし、何よりもバスを待つまでの間までの時間が非常に有意義であるという声

が寄せられております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） それでは、先ほども少しおっしゃったと思いますけれども、教育委員

会としての評価はどうだったのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） こちらの目指すものと生徒たちが望むものが一致してきたなという

ふうな、そんな印象で評価しております。 
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○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） この川口地区の食堂をお借りしての住高生の居場所づくり事業、この

課題、問題点はどのようなものが出てきたのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 課題として上げられるものは、まず場所が恒常的に使える場所では

ないことから、恒常的に続けるための場所、それからスタッフが必要であるということが上

げられますし、それから利用する生徒の安全の確保でありますとか利用に対するルールをし

っかり取り決めることというようなことが上げられると思います。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 私が伺ったところでは、テスト勉強を頑張りたい生徒とおしゃべりし

たい生徒の混在、生徒と食堂一般客の混在、それから特にも喫煙者との混在が問題になり、

そこで空間をさらに分けられないか、恒常的な場所がほしい、安全ルールがほしい、スタッ

フがほしいということになったのだというふうに思います。さらに、そのときに、まちや世

田米駅や役場の図書室もいろいろ候補に上がったのだけれども、やはりバス利用者に不便と

いうことになったようです。 

 そこで、伺います。これら諸要因を総合的に考えた結果として、住田高校前バス停の待合

所の中に照明をつけるという案はどうでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 議員がお話しなされたような中身も当然教育委員会で検討してござ

います。その生徒の過ごす場所として最適であるというふうに考えられたものは、今現在、

住田高校の敷地内に研修会館というものがございます。現在、研修会館は物置のような状態

でございまして、使用されていないというところが現実のようでございます。そこは、かつ

て子供たちがいろいろ部活動の合宿であったり、あるいはさまざまな研修等で使われた場所

でありまして、１階の談話室であるとか２階の畳のスペースのようなものが整備されてござ

います。そこを使用すれば、安心して遅くの時間まで過ごせるというような状況でございま

すし、部屋数もございますので、集中して勉強したい子供はそちらの部屋で、あるいはそれ

こそ談話をしたい子供についてはそちらの部屋というような使い分けができるというような

ことでございました。住田高校と詰める中でそこを借用できるというふうな手はずになって

いるところでございます。したがって、待合場所、バスの停留所の待合室ですが、そこは今

後、使用する必要がなくなってくるのかなというふうに思っておりますので、照明について
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は考えてございません。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 確認いたしますが、それが先ほど言われた住田高校自学自習支援事業

ということでいいのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） そのとおりでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 自学自習ですか、となると、先ほどの居場所づくりというよりも、勉

学面にシフトしているように感じます。それは県内の他の高校のような、学習支援員を配置

して年間を通した活動を行う塾のようなことを視野に入れているということでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） やはり子供たちからの要望の中にも落ち着いて学習をしたいという

声が多うございまして、当然そういった場所や、あるいはツールを準備しなければいけない

というふうに思っております。今現在、住田高校の子供については、リクルート社のスタデ

ィアプリのＩＤを全員持っておりますので、そういったところも活用できるような学習の場

というものを充実させてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そうすると、学習支援員のような配置は考えていないということでよ

ろしいのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 当然、今、教育コーディネーターの方が１人で対応しているわけで

すが、それではスタッフが足りないということで増員を考えてございます。ただ、専門的な

教授を行えるようなスタッフということにはならないかなというふうに思っております。せ

めて、理系、文系に強いスタッフを１名ずつ取りそろえる、そこまでは考えておりますが、

有名な進学塾のような、例えは年収1,000万円のような講師を雇用するというようなことは

経費の面から考えてもできないなというふうに思っておりますし、各教科を取りそろえると

いうことになれば10名のスタッフが必要ということにもなると思いますが、そうはできない

ものと思っておりますので、いかに今のスタッフで、あるいはこれからそろえるスタッフの

中でできる限りのこともできるかということを考えなければならないなというふうに思って

おります。 
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○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 増員するということですけれども、そうすると今いる教育コーディネ

ーターの方は学習支援員のようなことはあまりなさらないということでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 学習指導者としての活動も入っております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） この教育コーディネーターの方ですけれども、伺っているところによ

れば、任期は今月９月までだったと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 続けて雇用して、この任に当たっていただきたいと思っております。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そうすると、そのコーディネーターの方と増員の方、合わせてざっく

りどのぐらいの経費が見込まれるというふうに考えておられるのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 今回、補正予算のほうに計上させていただいておりますが、コー

ディネーターとしての人件費については、新たな分としては２名で240万円ほどになろうか

と思いますし、あとは現在の教育コーディネーター分はまた教育研究費のほうで半年分措置

しておりますので、今後、半年分をそちらのほうに補正ということにしております。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） この住田高校自学自習支援事業については大体わかりました。いずれ

にしても、教育コーディネーターによる聞き取り調査から住高生のチャレンジを応援する居

場所づくり、進学の重視が導き出され、それが住高生の居場所づくり事業につながり、さら

にその課題を包括的に解決し、発展的に解消しつつなったのが新たな住田高校自学自習支援

事業という解釈でよろしいのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） おおむねそのとおりでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） そうであるならば素晴らしいことだと思います。私も大歓迎したいと

思います。ただ、同じ方程式から解が２つ出ることだってあると思います。私が言った住田
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高校前バス停の待合所の中に照明をつけるという案にも、地域住民の治安や利便性向上とい

う側面で利点があります。継続して検討願えればと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 今後の使用のあり方について、よく精査いたしまして考えてまいり

たいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 次に、教育コーディネーターのもう一つの大きな仕事であるポスター、

リーフレットづくりについて伺いたいと思います。 

 ポスター、リーフレット、これは第二の住田高等学校案内のようなものであります。作成

した目的を伺います。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 住田高校の素晴らしさをどんどん広めて、入学する方々を増やした

いと、そこが究極の目的であります。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） では、このポスター、リーフレットにおいて、特にアピールしたい部

分はどこでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 何と言っても小規模校ではありますが、非常に先生と生徒の距離が

近いということで、一人一人が自己実現に向けて頑張れる学校であるということをポスター、

あるいはリーフレットの中で訴えることができているのではないかなというふうに思ってお

ります。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 私は、キャッチコピーの「ひと山越えに来ませんか」がとっても印象

的だと思います。また、キャッチコピーの下の説明文にもひと山と出てくるのですが、これ

がマルチイメージになっていて、読む人の心の引っかかりになります。さらに、朝ドラ「あ

まちゃん」の歌もオーバーラップしてきて、「来てよ、その日を乗り越えて」ですか、海辺

の受験生のアピールにもなっていると思います。 

 そこで次の質問をしたいと思います。このキャッチコピーは、「ひと山越えてきません

か」が「ひと山越えに来ませんか」になったと伺っています。その経緯や意図について伺い

たいと思います。 
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○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） キャッチコピーについてですが、「ひと山越えてきませんか」、こ

れは文字どおり、物理的に峠を越えて住田に来ませんかということと、それから青春時代に

越えなければならない山というものが生徒にはいくつかあるんだろうと思いますが、その山

を越えるのに非常にいい学校ですよというところを訴えまして、人生の山を一つでも二つで

も住田高校で越えませんかというその訴えかけを掛詞にしたというところでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） このポスター、リーフレットは何部作成され、今後どう有効活用され

ていくのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） ポスターについては150枚、それからリーフレットについては

3,000部印刷したところであります。それで、管内の中学校、この管内は沿岸南部教育事務

所管内でありますが、大槌町から釜石市、それから気仙の各市町の中学校に郵送で配布させ

ていただいているところであります。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 仮にひと山越えに来ませんかの意図が広域性にあるのだとしたら、管

外にも積極的に配布すべきだと考えますが、どうでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 住田高校の学区、遠野、釜石を含めた学区を基本に配布をさせてい

ただいているわけでございます。住田高校は普通高校でありますので、入試制度の制約があ

りまして、定員の１割しか学区外はとってはいけないというルールがあります。住田高校で

言えば40名が定員ですので、４名しか管外から採用といいますか、合格させられないという

のがございます。そういったことを考えますと、県下全部の、中学校160校ぐらい岩手県内

にはありますが、配布したとしても４名のためにということになりますので、それはＳＮＳ

とか別な手段を用いまして広げたいというふうにも思っておりますし、今後、学区制度が見

直されるようであれば、これは自信を持って全県下に、あるいは全国に広めてまいりたいな

というふうな考えはございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 私は、それでも、４人でも、やはり学区外の積極性は大切だと思いま

す。４人を40で割ったら10％、４人を21人で割ったら19.05％です。すごい比重だと思いま
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す。さらに、次に議論する中高一貫校の広域性にも符合し、アピールするツールにもなり得

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 議員おっしゃるとおりだと思います。将来にわたってそういったこ

とは考えてまいりたいというふうに思います。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） （２）の最後の質問をいたします。 

 私たちは今年度より教育コーディネーターの先生のご指導をいただいているわけですが、

住田高校の魅力向上というのは住田町民一人一人の課題であるという点を再確認したいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） この住田高校存続の問題については、議員がおっしゃるとおり、町

民一人一人の支えがあってこそなり立つものと考えております。ぜひ、住田高校について高

い関心を持っていただいて、支援をしていただければありがたいなというふうに思っており

ます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） それでは、（３）の２回目以降の質問に移りたいと思います。 

 中高一貫構想と小中高一貫で取り組む研究開発学校、既存の総合学習と新たな地域創造学、

これらを並行して推進することは複雑で、また、コストや労力がかかるのではという趣旨の

問いかけは今までなかったでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） ここで、１番、荻原勝君の答弁を保留し、暫時休憩します。 

 ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（菊池 孝君） 再開します。 

 休憩前に保留しました１番、荻原勝君の再質問に対する答弁を求めます。 

 教育長、菊池宏君。 
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○教育長（菊池 宏君） 研究開発学校と総合学習とを並行してやるのは複雑で労力がかかる

のではないかということでしたが、この研究開発学校につきましては、教育課程の特区であ

ります。既存の教育課程の時間を取り崩してこの研究開発の地域創造学に当てることができ

るということになりますので、今まさにこの総合学習を研究開発の事業と一本化してやって

いるところでございます。そのものでございます。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） もう一つ、素朴な疑問ですが、ではなぜ小中高一貫校構想ではないの

でしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 小中高の一貫校としての取り組みは、平成11年度から取り組まれて

きているものですが、それの延長上でこの研究開発学校が派生したものという捉え方もござ

いますが、純粋にこの研究開発については子供たちの中山間、地域を担う担い手の育成とい

うところの純粋な研究ということもございます。なぜ小中高一貫校ではないのかというご質

問については、当たっていないかもしれませんが、この研究は研究としての要素、それから

町の施策としての要素というところもあると思いますが、集合としてはかなり重なっている

というふうに捉えていただいて結構だと思います。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 小中高一貫校構想ではないのですかということについては承りました。 

 それでは、最後のほうの質問になるともいますが、いくつかお伺いしたいと思います。 

 結局のところ、このテーマは町の保育園、小学校、中学校、高校全体の再編、最適化の問

題に還元されるのではないでしょうか。今春策定された第９次住田町教育振興基本計画には

具体的に触れていなかったかと思います。それから昨日の新聞には赤崎中と綾里中が統合推

進に合意という記事もありました。 

 そこで次の質問をいたします。そろそろ住田町でも少子化の現実を見据え、もちろん現状

のままの組み合わせで変えないという組み合わせも含めてですが、何通りかの学校統合の組

み合わせを示し、町民の議論に供することが一方では必要になってくると思うのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） この中高一貫校の取り組み、あるいは研究開発学校が今後の住田の

学校のあり方と関連するのではというふうなご質問と捉えましたが、部分的にといいますか、
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そのものが結びつくとは考えておりません。今後の小中学校のあり方については、この５月

から懇談会を持つことにして論議を進めていくことにしてまいりましたが、直接はこの動き

とは関連あるものとは捉えてございません。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） 私はこの中高一貫校構想と研究開発学校と、学校組み合わせですね、

この三位一体となったイメージを町民にも県にも受験生にも持ってもらう、提供していくと

いうことが戦略的、総合的判断で秘している部分もありましょうが、今後ますます重要にな

ってくるのだと考えますが、いかがでしょうか。当局のご見解をお伺いいたします。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） まずはこの研究開発学校の取り組み、それから中高一貫校の取り組

みについては、取り組みの経緯をつぶさに町民の皆様方にはお知らせをしたい、そしてご理

解をいただいてさらなるご協力をいただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 荻原勝君。 

○１番（荻原 勝君） これで私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（菊池 孝君） これで、１番、荻原勝君の質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 瀧 本 正 德 君 

○議長（菊池 孝君） 次に、４番、瀧本正德君。 

〔４番 瀧本正德君質問壇登壇〕 

○４番（瀧本正德君） ４番の瀧本正德であります。 

 台風21号、非常に大きいということでございますし、いよいよ上陸かなというふうに思い

ます。被害がないように、あっても小さいようにと願うものであります。いずれにせよ、こ

のごろの日本は、世界もそうだと思いますが、先ほど１番議員からも話がありましたが、猛

暑と、それから豪雨と、それから行ったり来たりの台風ということで、日々テレビを賑わし

ております。中でも大きな被害をもたらしました７月上旬の西日本豪雨の災害、被災された

皆さんに、悔しくも200人を超える犠牲となられた方々にお見舞いとお悔やみを申し上げる
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次第であります。 

 何でこのような異常気象を思わせる自然災害が続くのか、その理由は別にしましても、私

たちは災害に対する地域づくり、減災のあり方を教訓にしたいなというふうに思っています。 

 それでは通告に従いまして、大きく２点について町長並びに教育委員長に伺います。 

 初めに、将来に向かう住田の産業振興策についてであります。 

 仕事の創出、産業振興は町存続の基盤であり、地域活性化や人口問題の観点からも積極的

に進めるべきであります。将来の町の産業振興策などについて、次の３点について伺います。 

 （１）この町には、全国に先駆け、次世代エネルギー、水素の活用を進めている企業があ

ります。太陽光発電による電力と水を利用し水素を生産し、エネルギー活用をしております。

まさにＣＯ２フリー、クリーンエネルギーによる温暖化対策の先駆であり、将来は農業分野

などへの活用も見込まれます。その町として将来に向け、世の動きに先駆けた対応をとりた

いなというふうに思いますが、どのように考えましょうか。 

 （２）森林環境税、譲与税、そして新たな森林管理システムと、住田町の林業には大きな

転機を迎えております。平成16年取得のＦＳＣ森林認証から既に14年が経ちました。認証材

活用をもっともっと強く進めるべきであると思うが、今の状況と見込みを伺います。 

 （３）町施策、事業の一つにふるさと納税の推進があります。町財政、活性化のためにも

一層の増拡大を図りたいものであります。返礼品のいい、悪いもありますが、この制度の原

点については、自分の好きな町、関係のある町への思いであります。現状と拡大推進策を伺

います。 

 大きな２つ目、社会の変革に応じた教育施策についてであります。 

 教育施策の方向性を示す基本計画、新設教科の地域創造学の取り組みなどと住田の教育施

策が進んでおります。こういう中で、社会の変革、課題に応じた現実的な部分で学校教育に

ついて次の４点について伺います。 

 （１）この６月には改正民法が成立しました。成人年齢が18歳に引き下げられたわけでご

ざいます。４年後の2022年の施行に向け、世論調査などを行おうとしておりますが、周知と

教育の重大さが求められております。「18歳で大人」の意識改革に向けた金銭教育など、い

っぱいありますので、大人としての厳しい実社会でのあり方、生き方をどのように教えよう

としているか伺います。 

 （２）インターネットやメール、日々の暮らしにＳＮＳ活用は不可欠となっております。

特にもスマートフォンは非常に便利な生活ツールと思います。が、依存症やトラブルなどの
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リスクも合わせ持ち、社会の大きな課題になっております。新聞の報道によれば、日本の小

中学生の６割が持つと言われるが、日々の暮らしになくてはならないこの道具について、ど

のように教えているか伺いたいと思います。 

 （３）温暖化がその一因と言われる異常な高温、豪雨災害が続く中、私たちはさらに関心

を持った生活、暮らしが求められております。今できる、やるべきこの町の温暖化対策の教

育はどうなっているか伺います。 

 （４）子供の生活の安全確保、安心安全は社会の原点であります。しかし、残念なことに、

悲惨な事件、事故があっちこっちで起きております。通学路安全確保と登下校防犯プランの

状況と対応を伺います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） 答弁を求めます。 

 町長、神田謙一君。 

〔町長 神田謙一君登壇〕 

○町長（神田謙一君） 瀧本議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず最初に、大きく１点目、将来に向かう住田の産業振興策についての（１）についてお

答えをいたします。 

 町では、昨年、住田町再生可能エネルギー活用推進計画を策定し、その中で、再生可能エ

ネルギーは利用するエネルギー源によって用途に制限があったり得られる効果にも特徴が見

られることから、町としての利用可能性について一定の方向性を示しております。 

 計画のエネルギー源の中に水素は含まれておりませんが、資源エネルギー庁が平成30年３

月に公表している省エネルギー水素再生可能エネルギー政策の検討の状況によりますと、水

素は現状では省エネルギー源に位置づけ、今後、再エネルギーと並ぶ新たなエネルギーの選

択肢として提示され、水素の供給、利用プロジェクトが展開されているとしています。この

ことから、今後の水素エネルギーへの期待や民間企業の取り組み状況については、議員おっ

しゃるとおりであると認識をしております。 

 エネルギー活用については、本町が林業の町であることから、木質バイオエネルギーにつ

いて政策や計画に位置づけ推進してきたところでありますが、その他のエネルギーについて

は、民間事業者の取り組みに対し町としてできる協力をしていくという姿勢でまいりました。

今後もその姿勢に変わりはございませんので、ご理解を賜りたいと考えております。 

 次に、（２）の認証材活用の件についてお答えをいたします。 
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 瀧本議員ご承知のとおり、ＦＳＣ森林認証は、責任ある森林管理をするＦＭ認証と認証さ

れた森林から産出された林産物の適切な加工、流通を認証するＣｏＣ認証からなっておりま

す。本町では、このＦＳＣ森林認証に力を入れて取り組んできており、これまでにもさまざ

まな町独自の事業を展開してきたところです。 

 ＦＭ認証は、会員数69の個人、団体、管理面積9,266ヘクタールで平成16年３月に取得し、

平成29年度末には会員数376の個人、団体、管理面積は１万3,923ヘクタールで町内民有林の

約60％を占めている状況となっているところであります。また、ＣｏＣ認証は、平成16年３

月に町内５事業体が取得しました。しかし、認証の手続きに手間とコストが必要である一方、

市場において森林認証材が十分に認知されていない、認証取得のメリットがないなどの理由

のため、町内５事業体全ての事業体がＣｏＣ認証を取りやめるという状態になっておりまし

たが、町では平成28年度からＣｏＣ認証取得に要する経費への町単独補助事業、ＦＳＣ・Ｃ

ｏＣ認証普及推進事業を開始し、現在では個別認証４事業体、委託加工認証２事業体がこの

事業を活用してＣｏＣ認証を取得したところであります。 

 認証材活用を強く進めるべきというご質問ですが、現在、本町の呼びかけもあり、ＣｏＣ

認証材需要拡大協議会という岩手県、宮城県のＦＳＣ認証を取得している４市町村連携によ

る取り組みを平成28年度から進めてきたところであります。その目的は、ＦＳＣ森林認証を

取得している自治体が相互連携することでＦＳＣ認証材を有効に活用し、市場価格を高める

ために取り組んでいくというもので、短期的にはオリンピック・パラリンピックに向けた認

証材の供給、長期的には持続可能な認証材製品の流通経路、販路を確保することで、ＦＳＣ

材利用の産業化を目標に組織し活動を行ってきたものであります。 

 森林認証材は現在でも国内では依然として認知度が低く、需要が少ないという課題があり

ますが、この４市町による連携、活動を継続して、認証材の利用拡大に取り組んでいくとと

もに、町としましても認証材活用を進めてきたいと思っているところであります。その方法、

手段等について、今後も関係する方々とも連携、協議しながら推進してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、（３）ふるさと納税の件についてお答えをいたします。 

 ふるさと納税の現状でありますが、平成25年度から平成29年度の５年間の推移を見ますと、

平成25年度の寄附件数が16件、302万6,000円、平成26年度が18件、469万5,000円、平成27

年度24件、2,395万円、平成28年度44件、906万2,000円、平成29年度49件、1,595万円であ

ります。件数、寄附金額とも増加傾向にあります。その要因としては、返礼品の随時見直し、
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平成27年度住民活動団体への寄附制度開始、平成29年度クレジット決済開始などと捉えてお

ります。 

 また、平成29年度の寄附者のうち、初めて寄附する方が40％、２から４回目の方が46％、

５回以上の方が14％と毎年寄附する方の状況は少ない状況にあります。このような状況から、

寄附者の拡大や毎年度寄附者、定期的な寄附者を確保するため、10月から返礼品のリニュー

アルや返礼品の発送時期の見直しなど、寄附者の期待に応えられる魅力づくりを進める予定

であります。また、議員おっしゃるとおり、自分の好きな関係のある町への思いに応えられ

るような、物から事への返礼品、返礼サービスなどについても、できることから加えてまい

りたいと考えております。 

 大きく２つ目の社会の変革に応じた教育施策については、教育委員長より答弁をさせます。 

○議長（菊池 孝君） 教育委員長、多田茂君。 

〔教育委員長 多田 茂君登壇〕 

○教育委員長（多田 茂君） 瀧本議員の２、社会の変革に応じた教育施策についての（１）

「18歳で大人」の意識改革に向けた金銭教育など、大人としての実社会でのあり方、生き方

をどのように教えようとしているかというご質問にお答えをいたします。 

 この３月に策定した第９次教育振興基本計画の小中学校教育の課題の中で、自立心や主体

性、問題解決における思考力、判断力、表現力などを育み、確かな学力、豊かな人間性、健

康と体力からなる生きる力の定着に努める必要があるとしております。それを受けて、各学

校の授業を通して、実社会で生きていくための能力の獲得に向けた取り組みがなされている

ところであります。 

 成人年齢の18歳引き下げに対応して2022年には、自らが責任を持って社会生活を送ってい

かなければならない時期がこれまでよりも確実に２年早く訪れることになります。今日では、

ほとんどの中学生が義務教育終了後に高等学校に進学、そこで18歳を迎えることから、高校

における公民の授業など、より一層の重要性が増すものと考えられます。さらに、小中学校

の教育の段階においても、認識を新たにして取り組んでいくことが必要であると捉えており

ます。今後も教育委員会及び学校教育の現場におきましては、絶えず情報の収集に努め、教

育施策の展開を図ってまいりたいと考えております。 

 また、学校教育の現場だけにとどまらず、家庭におきましても情報を共有し、成人年齢の

18歳引き下げのことを話題に取りあげていただき、家庭教育の実践に努めていただきたいと

考えております。 
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 次に、（２）スマートフォンの使用について、どのように教えているかというご質問にお

答えいたします。 

 平成29年２月に内閣府から発表された平成28年度青少年のインターネット利用環境実態調

査によると、スマートフォン、携帯電話の所有率は、全国の小学生が50.4％、中学生が

62.5％となっております。また、平成29年10月実施の岩手県小中学校学習定着度状況調査の

質問紙調査によると、自分専用、または保護者のスマートフォン等を利用しているのは、住

田町の小学校５年生は52％、中学校２年生は83％となっております。 

 このように、多くの小中学生がインターネットを利用することに伴って、スマフォ依存、

いじめ等の問題行動や犯罪に巻き込まれる事案等が全国的に多発しております。このような

実態から、学習指導要領では各教科等の指導に当たって、児童生徒が情報モラルを身につけ

る指導を行うことが示され、特別の教科、道徳においても情報モラルを取り扱うことになっ

ており、各学校では年間指導計画に位置づけ計画的に指導しております。 

 情報モラル指導では、安全への知恵や情報セキュリティ等の知識、理解に関する領域と情

報社会の倫理や法の理解や遵守等の心情面に関する領域、そしてその利用域をまたがる公共

的なネットワーク社会の構築について、児童生徒の発達に応じた指導がなされておりますが、

その中で、ＳＮＳを含むインターネットの利用により児童生徒が被害者にも加害者にもなら

ないためには、自制心、判断力、責任力を持つことが大切であることを伝えております。 

 町内の小中学校では、外部講師を招いての情報モラル指導も行っております。中学校では

ＳＮＳ運営会社の社員を講師として招聘し、正しいコミュニケーションのあり方について学

習をしたり、小学校においては大船渡警察署生活安全課から講師を招聘して、インターネッ

トに潜む危険性についての講演会を行っております。また、インターネットやメールなどの

諸課題については、スマートフォン等は個人への帰属性が非常に高いものであることから、

学校教育だけでなく保護者も含めた家庭全体での取り組みが大変重要であります。ご家庭に

おいてもスマートフォン等の適正な利用について話し合っていただきたいと考えております。 

 次に、（３）今できる、やるべきこの町の温暖化防止教育はというご質問にお答えいたし

ます。 

 議員ご質問のとおり、温暖化や自然破壊など地球環境の悪化が深刻化し、環境問題への対

応は全人類の共通の課題となっております。また、豊かな自然環境を守り、私たちの子孫に

引き継いでいくためには、環境への負荷の少ない社会の構築が求められております。そのた

めには、子供から大人まで全ての人間が、さまざまな機会を通じて環境問題について学習し、
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自主的かつ積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが重要であり、特に21世紀を担う子

供たちへの環境教育は喫緊の課題であると考えております。 

 本町においては、新学習指導要領において、小中学校、高校各段階において環境教育に取

り組んでおりますし、加えて本町の環境教育の取り組みの特徴としては、町の内外から注目

されている森林環境教育という森の保育園、森のマイスター講座に象徴されるような、森林

や林業をテーマとした環境問題にアプローチした取り組みを実施しているところであります。

森林環境を守ることは、温室効果ガスである二酸化炭素の固定という地球温暖化防止という

点では一番重要な機能を守ることにつながります。そのことについて学習していることは、

本町においては既に温暖化防止教育を実施しているということであります。このことから、

今後も森林環境教育を通した温暖化対策の教育を継続して進めていきたいと考えております。 

 次に、（４）通学路安全確保と登下校防犯プランの状況と対応についてのご質問にお答え

いたします。 

 登下校防犯プランは、本年５月、新潟市において下校中の児童が殺害されるという痛まし

い事件が発生しましたが、本件事件を受けて６月22日に、登下校時の子供の安全確保に関す

る関係閣僚会議において取りまとめられたものです。本プランは、登下校時における安全確

保を確実に図るため、防犯の観点による通学路の緊急合同点検を実施することとされており、

通学路における緊急合同点検等実施要領が示されたところです。 

 これを受けて、住田町でも大船渡警察署、世田米、有住、各駐在所、町内各小中学校、教

育委員会等の関係機関担当者が集まり、８月17、22日の両日、通学路を実際に歩いて合同点

検を行いました。世田米、有住地区各３カ所の計６カ所の点検を行い、路上の死角や街灯の

有無など、問題点や改善点の確認などを行いました。今後は見守り活動の強化などの対策を

検討、実施していくほか、街灯の設置などを関係機関に要望していきたいと考えております。 

 また、住田町では、平成17年に子ども110番の家を見直し、指定しておりますが、今回の

合同点検を機に、今後、町民生活課と連携して指定の見直しを図ることとしております。今

後におきましても、関係各機関と共同して、安全安心な通学路の確保に努めていきたいと考

えております。 

 以上であります。 

○議長（菊池 孝君） 再質問を許します。 

 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） それでは、再質問をさせていただきます。 
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 １つ目は水素にかかわってでございます。 

 世の中の動きについては、そのとおり皆さんよくわかっていての話だと思いますが、実を

言うと、ここの部分は、町のよさ、町の取り組みをＰＲする最大の餌なんですよ。具体的に

言うと、ああいう企業が水素を使ってＣＯ２フリーの取り組みをやっているということはな

いんですよね。ですから、そういう中では、岩手県で既にセミナーとか勉強会を県がやって

いるんですよ、きちんと。すごく注目されているんですが、肝心要の住田町の施設がよく見

えないということですので、その分についての考えをもう一回お願いします。 

○議長（菊池 孝君） 企画財政課長、横澤則子君。 

○企画財政課長（横澤則子君） 議員おっしゃるとおり、町内の民間企業の水素の事業につい

ては、県が中心となってＰＲ、あるいはシンポジウムなどを開催しているというのは承知し

ているところであります。町としてのスタンスが見えないということではございますけれど

も、決して町が傍観しているということではなくて、民間企業の動きを見ながら、町ができ

る支援をしていこうという姿勢はそのとおり持ってございます。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） そこのあたりの考え方を変えてほしいなというつもりでこの質問を出

しております。現在のところは、コストというのかな、いろんな点でなかなかクリアできる

状態ではない、やればかえって金がかかるというのが本当のところだと思いますが、世の中

の動きから言えば、このぐらい大騒ぎして温暖化の問題をやっているという中では、国とす

れば当然この分野に取り組まないと、この地球がおかしくなるというふうなあたりから来て

いると思うんです。そのために国なり県が一生懸命やっているということだと思います。だ

からこそ、住田町のＰＲと言えば変ですが、住田町の取り組みを一つということで、この水

素はきちんと入れていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 企画財政課長、横澤則子君。 

○企画財政課長（横澤則子君） 先ほどの答弁でも申しましたけれども、現状の計画の中に水

素の部分が、町の計画に今ないというような状況もございます。今後、総合戦略など来年見

直しの作業にも入りますので、そういう中で町としてどのように位置づけていくか、検討す

る必要があるかというふうに考えております。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） その姿勢でお願いしたいと。なぜかと言いますと、水素と言えば単な

る機械を動かすためのものというのではなくて、川の水があるだろうし、空気があるだろう



－31－ 

し、お日様が出れば完全にＣＯ２フリーというふうな形になりますので、そういう部分の取

り組みということが一つと、それの副産物と言ってはなんですが、農業にも活用できるとい

うことがはっきりとしているわけですから、この企業ではもう既にその農業活用の部分の実

験まで始まったということがありますので、それがこの町で起きていることですよというこ

とをきちんと押さえながら方向を考えていただきたいというふうに思います。 

 ２つ目にいきます。 

 ＦＳＣの件ですが、私もこの質問はあまり気乗りしなかったんですが、こういうことがあ

ったのできちんと押さえていただきたいと。町民の意見だと思いますので。認証から既に15

年になるのではないかと、それなのに何も変わっていないというのはおかしいというふうな

ご意見をいただきました。それに対して私は、ＦＳＣジャパン等を使って認知度を上げるた

めの活動をやっていますよというふうな話をしたんですが、いかにも弱いというふうに思い

ます。現在の日本の認知度は18％と、ドイツ、イギリス、中国は70％を超えているというこ

とでありますので、やはりこの部分に対する認知度を高めるためのものを、例えば負担金を

倍にしてもいいから、もっともっとＰＲする工夫はないのかというふうに思いましたが、ど

うでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 林政課長、千葉純也君。 

○林政課長（千葉純也君） 先ほど町長の答弁にもございましたけれども、町としてもこのＦ

ＳＣ材、これの認知度を高めていきたいというふうに思っております。先ほどの４市町連携

という町長のお話もありましたが、その部分でも進めてはおります。まだ目標を達成するよ

うな活動とはなっておりませんけれども、一市町村で普及を図っていくということは難しい

部分もあると思いますが、この活動も行いながら、町単独でも進めるための方法、手段、そ

ういったものも検討しながら進めていきたいというふうに思っていますし、ＦＳＣジャパン

の部分については、認証材の流通量を増やす取り組みを求める声というのが、全国各地の主

要な森林認証を取得している団体などからＦＳＣジャパンのほうに寄せられているというふ

うなお話も聞いております。今後も、そのＦＳＣジャパンなどとも協力、連携しながら、こ

の４市町連携という部分も含めて普及啓発ということも視野に入れながら進めていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） 進めましょうよ。単なるＦＳＣと言えば記号のように感じますけれど
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も、これは国土保全なんですよ、環境保全なんですよ。今一番世の中に合っていることなん

ですよ。こんなにいいことをしているのに、金だけ出して見返りがないような形というのは

おかしいと、やはりそこの部分を金をかけてもいいから、じゃんじゃんＰＲできるような形

のものにしたいなというふうに思いますので、負けないでやっていただきたいというふうに

思います。 

 いっぱいありますので、次に進みます。 

 ３つ目のふるさと納税でございますが、一般の企業であれば儲けるためにやりましょうと

いうのが普通のことですが、町でございますので、あくまでも町民のための歳入と、ご協力

というふうな形だと思いますので、返礼品を高くすれば来るのではないかという、それは一

番わかりやすくていいんですが、私とすれば、本来このふるさと納税が持っている目的、こ

れでもって地方創生しましょうねということです。ですから、先ほどの認証材も含めて、水

素の取り組みも含めて、そういう町のよさを盛んに出しながら、ふるさと納税ということを

考えたらいいのではないかなというふうに私は思います。要するに、この分野だけではなく

て、民間企業並みに、住田にかかわることは全部やるというふうなつもりで進めてほしいと

思いますが、その考え方はえげつないでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 企画財政課長、横澤則子君。 

○企画財政課長（横澤則子君） ふるさと納税につきましては、寄附をしたい方にとってどう

いうところに寄附をするかという動機づけが大事だというふうに考えております。住田町と

かかわりのある方、自分の好きな関係のある町に寄附をしたいというふうにどう思わせるか

というところが大事なところかなというふうに考えております。 

 昨今では、先ほど議員おっしゃったとおり、返礼品競争というのがありまして、総務省か

らの指導もあり、返礼品は３割以下でというような指導の中で少し落ち着いてまいりました

けれども、それに代わりまして、各地域が、地方がその実情に応じた事業や成果をできるだ

け明確にしたソフト事業を返礼品として出すというのが主流になってきてございます。本町

も少子化、高齢化というのはさまざまな課題がございますけれども、本町の課題解決のため

にこういうことをして、こういう成果を得たいからというような、ふるさとを思う方が寄附

をしたいと思うような返礼品のあり方を明確にしていく必要があるんだろうなというふうに

思います。そのことが、引き続きかかわる人が増えていくということに最終的にはつながり、

ＰＲになるのではないかなというふうに思っておりますので、そのあたりのつくり方という

のを具体化していく必要があるかなというふうに捉えているところであります。 
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 以上であります。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） そのかかわりを増やすということが大原則だと思いますので、そこで

具体的な部分で確認しておきたいのですが、住田大好き大使ということでまず当面はそれか

らスタートしようではないかということでスタートしていますが、私に言わせれば、スター

トしたのであれば、ものすごく密に効果が出るような形で細かく接してほしいということが

一つと、あとはこの町から出てあっちこっちで暮らしている人がいっぱいいるわけでござい

ますから、その人たちとのつながりをどうするかというあたりだと思います。そのためには

何をするかというと、住田というふうな話を聞いた段階ですぐイメージができるような情報

発信の仕方がみそかなというふうに思っています。ですから、当面、例えば住田高校の卒業

生がいるよというのであれば、卒業式には住田町のＰＲ的な何かをつくって、ただの紙では

すぐに投げられますので、例えばクリアフォルダのように何かをつくって、わかりやすく書

いたもので、バーコードというか、ＱＲコードで見ればすぐ住田のふるさと納税に飛んでい

くというようなぐらいの工夫を私はしてほしいなと。あの手この手は民間企業並みに考えて

ほしいなというふうに思うのはそこの部分なんですよ。 

 それで、一つ、大切なことがあると思いますので確認しておきたいのです。返礼品、返礼

品とずっと言うけれども、実際は日本国民のほとんどは、返礼品もさることながら、何かが

あれば手伝いたいというふうな思いがいっぱいあるようです。だから、この間の大雨のとこ

ろの倉敷では既にふるさと納税が45倍にはね上がったと、返礼品のことではないですよ。そ

ういうような事情があればはね上がるということがありますので、ぜひともこれでこの地域

はこうやっているよというあたりの発信をさらに進めていただきたいと思いますが、民間企

業出身の町長はいかが考えるか、最後のお伺いします。 

○議長（菊池 孝君） 町長、神田謙一君。 

○町長（神田謙一君） 瀧本議員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、現実的に都城市さ

んが日本一、金額ベースで言うとというような状況等々、統計的な形の中で見ていきますと、

やはり返礼品というような位置づけも大きい。先ほど課長が答弁したとおり、それだけでは

なく、物から事へというような部分も重要視していくべき点というふうに捉えております。

両面含めた中で地域産業の振興という部分にもつながりますので、しっかりこれを強化した

取り組みに、情報発信含めて取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） 返礼品、高額にする以上に、私は施策として町のよさを、水素でもそ

うだし、森林の環境保全でもそうだし、国保保全ですから、そういう部分をじゃんじゃん出

すような形の発信があってほしいなというふうに思います。 

 大きな２番にいきたいと思います。 

 18歳成人というふうにうたっていますが、社会の変革に応じた教育施策ということの分で

教育は大人の責務というのは当然常に頭にあります。ですから、子供のことを言うというの

は、早い話が、あなた、大人の責任ですよというふうなつもりで、大人の対応の仕方という

ことをセットで考えてほしいなというふうに私は常々思っています。そういう関連で質問し

ます。 

 18歳大人、学校教育については、それぞれのカリキュラム等々を含めていろんな分野で取

り組むということですが、問題は日々暮らしている家庭、地域をどのような形で変えていく

かというふうなあたりだと思います。黙っていても大人になるわけですが、18歳で、例えば

カードの契約ができるとか、それから悪徳商法ではなくて、いい商法もありますから、いろ

んなそういうふうな商取引も含めてやっていくとなった場合は、一般に言う金銭教育的な部

分の中には入りますけれども、ちょっときちんとやっていかないと、とんでもない、その18

歳になった大人がずっとマイナス分を背負うというふうな形に考えられます。大人としての

責務を追及するあまりにもそういうふうな形になるのではないかなというふうに思います。

大人を含んだ部分の子供の教育というふうな観点でもう１回お願いしたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 成人年齢が２歳引き下がって18歳になった、今よりも早く大人とし

ての、社会人としての常識といいますか、社会人としての節操を子供たちに身につけさせた

いという願いは、これは如実に高まってきているというふうに私たちも捉えております。 

 学校ではいろいろな取り組みがあるのですが、例えばボランティア活動でありますとか、

それから税金に関する租税教育のようなものもやっております。それから職場体験というの

を充実してきているわけですが、例えば職場体験、報酬はないんですが、労働対価というよ

うなものについても考えさせるというようなこともしております。実際のその大人の社会を

いかに垣間見させるかというところが問題なんだろうと思いますが、学校は学校でそういっ

た危機感を持って取り組んでいるんですが、大人の世界とのかかわりを深く持つ機会を多く

するとか、それから大人の世界を垣間見させるような、そんな機会をどんどん増やしていく
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必要があるんだろうというふうに思います。 

 大人の世界と言えば、一番身近なのは家族なんだろうと思いますし、それから地域なんだ

ろうと思います。そういった方々のかかわりを深く持つことによって、そういった子供たち

の社会人としての意識を醸成することはできないかというところがネック、キーであるよう

な気がいたします。 

○議長（菊池 孝君） ここで４番、瀧本正德君の再質問を保留し、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午後 ０時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（菊池 孝君） 再開します。 

 休憩前に保留いたしました４番、瀧本正德君の再質問を許します。 

 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） 18歳大人、子供たちもですが、やはり大人の部分が大きいのかなとい

うふうに思います。先ほど、家庭における実践、かかわり、職場等との話が出ましたが、ま

ず地域全体でできることと言えば、私は地域行事に常に子供たちが参加するというふうな形

の条件をそろえてやりたいというふうに思います。ただ、いかんせん、土曜、日曜日になれ

ば部活とかがいろいろ入ってくるのですよ。ですから、その部分については、地域行事があ

る場合は、申し訳ないけれども部活はストップしようではないかというぐらいの気構えでい

かないと、そのまま何の抵抗もなく無菌状態で大人になってしまうという部分も考えられま

すので、やはり地域の大人とかかわるということについてはぎっちりやっていただきたいな

と。それは教育の部分に入れてほしいと思いますが、その辺、一言だけでいいです。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 議員が話されたとおり、地域の行事というものは大事にしていきた

いというふうに思っております。ただ、学校でも外せない行事というものがございます。そ

ういったものとバッティングした場合には出られないということもあると思いますが、ただ、

正月の行事であるとか、要所要所の大切な行事というものには、お祭りのようなですね、も

のには極力参加するように学校には指導していただきたいなというふうに思っております。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 
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○４番（瀧本正德君） まさに大人の自覚のほうが求められている部分なのかなというふうに

思います。 

 （２）のＳＮＳ活用にいきたいと思いますが、実を言うと、あまりにもショッキングなニ

ュースがこの間の９月１日の新聞報道で一斉にありました。ネット依存、中高生93万人とい

うことで７人に１人は中毒症状だということがありましたし、それをちょっと遡って６月の

19日については、ＷＨＯが依存症は病気だよと、スマフォ障害は心疾病に認定されましたよ

というふうに、大きな大きな社会問題になっていることは間違いないんですよ。ですから、

この問題は本来は家庭だというのはみんながわかっているんです。ただ、このままにはして

おけないというふうな形に私は思います。ですから、授業はもちろん子供たちが対象ですが、

やはり成人教育といいますか、大人の部分への対応はもっときちんと計画的にやっていかな

いとだめかなというふうに思いました。その辺の考えを一つ。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 全体でこのことを考えていくということは非常に大切なことだと思

っております。学校のほうでも、ＰＴＡの機会を捉えて情報教育、講師を呼んで講習会を持

ったりとか、そういったことをしているわけですが、いかんせん、たくさんの機会を持てる

というわけではございません。ただ、さまざまな機会を捉えて、親とも情報共有しながら、

もちろん子供に対する指導というものも徹底してまいりたいというふうに思っております。

いずれ、スマフォが唯一の友達のような関係にはしたくないなというふうに思います。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） 時間ですのでほかにいきますが、基本的にはスマートフォンは道具と

いうふうなあたりをきちんと教えていただきたいと。本来はコンピューターとかスマフォに

向き合うのではなくて、向き合うのは人だよというあたりの、先ほどモラルというふうな言

い方をしましたけれども、本当の原点の部分については小さいうちから、スマフォを持つか

持たないかは別に、機械はあくまでも機械なんだよと、コミュニケーションをとるというの

は機械ととるのではなくて人と人とがやるんだよと、大原則、大前提についてはちゃんと押

さえていかないと、このような形の問題になると。ちなみに、韓国はもっとひどいそうでご

ざいますので、ああいうふうにはなりたくないなというふうに思っていますので、その部分

はぜひとも計画的に、親に対しても子供たちに対しても計画的に、思いつきではなくて、そ

ういうような形で取り組んでほしいものだなというふうに思います。 

 （３）にいきたいと思います。 
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 温暖化防止教育の件ですが、この質問をつくる間はあまり深く考えなかったんですが、や

はり東日本大震災以降、原発に対する部分がなくなって、改めて石油から何からじゃんじゃ

ん輸入し始めているわけでございますから、そういう中では、ここの部分の取り組みをして

いかないと明日はないよというふうな形の流れだと思います。そこで、素直なと言えば変で

すが、きちんと話を聞ける子供たちへの温暖化教育の大切さは本当に必要だなというふうに

思っています。 

 そこで、役場のほうにお伺いしたいのですが、日本では温暖化新法で各自治体に地域気候

変動適応計画というのをきちんと立てなさいというふうな形の通知が多分入っていると思い

ます。今年の２月、３月ころの話でしたから、いずれにせよ、世の中の動きから言えば、そ

ういうふうな計画に基づいて緩和なり適応なりというような形の対応をするのが学校だとい

うふうに私は思っているんです。ですから、学校で教える温暖化防止対策については、基本

的にはどういうふうな形でこの町が適応するかということを決めて、それに則って学校が教

えるというふうな形だと思うんですが、ここの部分の地域気候変動適応計画について、もし

今こういうふうに考えていますよというのであれば何か教えていただきたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 町民生活課長、梶原ユカリ君。 

○町民生活課長（梶原ユカリ君） 地球温暖化防止につきましては、本町では現在は第４次環

境基本計画の基本目標の一つとして、地球環境を守る取り組みということで、町と町民と事

業者と一時滞在者の役割を明確にしながら取り組んでいるところであります。近年、気候変

動の影響が顕著化して、今後も深刻化するというおそれで今回の法案になったと考えられま

すが、現在、本町でやっている取り組みもございますし、あとは環境基本計画の中の具体的

な行動指針の中で、町民の取り組みというところで、家庭でできる一人一人ができる小さな

取り組みもきちんと定めておりますので、そちらのほうを徹底していくということが重要で

あると考えております。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） この取り組みはきちんと見えるような形でやっていこうではないかと

いう気持ちでいます。というのは、部分部分で、全体が見えないような形での取り組みはま

ずいものですから、例えば緩和の部分であれば、ずばりＣＯ２フリーというふうなことを目

指そうではないかと、ないしは木質バイオマスでこうやっていきますよという住田らしさを

きちんと出すべきだというふうに思います。 

 それから、適応については、これはさっき１番議員の一般質問がありましたが、熱中症対
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策とか、それから虫刺されとか、いろんなショックの部分がいっぱいあると思いますので、

その部分をみんなが取り組みやすいように、わかりやすいような形に組んでいくというのが

大原則だと思いますので、その部分をぜひとも進めていただきたいというふうに思います。 

 あとは学校のほうですが、具体的な取り組みを気候変動計画、住田町で言えば基本目標の

中で町民の取り組む部分云々とありますけれども、子供たちは素直でございますから、温暖

化の問題をきちんと出して、だったら緩和はこうしようではないかと、それから適応はこう

しようではないかというふうなあたりの流し方というのがもし決まっているのであれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） この温暖化問題を主に扱うのは、恐らく理科の授業で取り扱うもの

だと思っております。エネルギー問題、これは単元の中にございますし、それから環境教育

にかかわっても、理科以外でも取り組んでいることもございます。二酸化炭素の削減という

ことが究極の取り組みということにはなろうかと思いますが、例えば使わない教室は電気を

こまめに消すとか、そういった細かいところから子供たちへの意識づけというものは図れる

のではないかなというふうに思っております。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） ぜひとも、大きくなくても構いませんので、行動として教えてほしい

なというふうに思います。 

 そこで、ＣＯ２フリーについては最初の１項目にありましたけれども、今からのエネルギ

ー等々ですね、完全に一切合切ＣＯ２、石油も石炭等もＣＯ２をつくらないでやっている工

場がありますよという話をしましたけれども、子供たちにとってみればそういうのがあるの

かなというふうに思うと思うんです。そういう意味では、授業の合間と言えば変ですが、教

育の中でそういう場所の見学なり、そういう人の話、既に県から何からでやっていますので、

簡単に応じてくれると思いますので、そういう機会を設けながら、住田だからこそ見れるも

のがあるというふうに思いますので、そういう部分を教育の中に入れていくというふうなこ

とは組めないでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 教育長、菊池宏君。 

○教育長（菊池 宏君） 必要不可欠なことだと私も思っております。学校の教育の中でそう

いったことを学習する機会というのはさまざま設定できるとは考えられますので、ぜひ学校

でもそういったことを気にしながら、子供たちにそういった意識づけを図ってもらいたいな
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というふうに思います。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） ぜひお願いしたいと思います。いずれ、この住田町には県下、全国に

誇れる、そういうふうな見本がありますので、ぜひとも生かしていってほしいなというふう

に思います。 

 それから、もう一つですね、９月２日の日赤の調査の中に、防災の日を知らないというの

が20代で５割だそうです。考えられないことですが、そういうふうな現実もあるよというこ

とで、学校で教えれば覚えるというわけではないんですけれども、いずれ、これは大人の世

界も同様でございますから、こういうことへの意識化といいますか、自覚という部分につい

ては大人と子供一緒になってやっていかなければならないかなというふうに思います。そう

いう意味では、避難訓練のときも、地域のおじいさん、おばあさんだけではなくて、子供た

ちも一緒に参加するというふうな形を組みたいと思っています。 

 それでは、最後になりましたが、４番目にいきたいと思います。 

 通学路の安全確保の部分と登下校防犯プランは、正直言って私は別かなと思っていたんで

すが、一つについては６月の何日かに起きた北大阪の地震のときにブロックがほとんど壊れ

て危ないよということだったので、そういうふうな危ないものが通学路にはないようにして

ほしいということで、全部チェックしてやっていると思うんですけれども、そこの部分で、

ブロックとは言わなくても落ちそうな石等も含めて、通学路の安全確保、そういうふうな物

的な部分の調査をしたのかお伺いします。 

○議長（菊池 孝君） 教育次長、伊藤豊彦君。 

○教育次長（伊藤豊彦君） 登下校防犯プランとはやはり別で、大阪で地震が起きたあとにそ

ういった調査を実施しろということで通知があって対応したところであります。本町におき

ましては、通学路付近でブロック塀があってというところはないということで各学校から報

告を受けているところであります。 

○議長（菊池 孝君） 瀧本正德君。 

○４番（瀧本正德君） 幸いなことだと思います。ただ、住田町は山あり谷ありでございます

から、ブロック塀はなくても崖から崩れそうな石があるとか、逆に下流からドドンと落ちて

くるような太い枝があるとか等も含めて、できれば本当は担当者ではなくて地域の誰かが気

づいて連絡をするというふうな形のシステムをつくりたいなというふうに思っていますので、

留意していただきたいと思います。 
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 登下校防犯プランについてですが、説明があったとおりでいいと思いますが、ぜひとも育

てたいのは、ながら見守りというものです。要するに、仕事しながら、その辺を散歩しなが

らも子供たちに目を向けていこうではないかという部分でございます。住田町の一番いいと

ころだと私は思っているんです。田舎だからこそ、子供の数が少ないからこそ、あの子はど

この子だなというふうにわかりますので、そういう中ではこのながら見守り、こども110番

よりは相当効果があるというふうに私は思いますので、ぜひともこのながら見守りについて

は、この地域のものとして育てていってほしいというふうに思います。そのためには、自治

公民館を含めて老人クラブ等々のいろんな会合で、地域の子供たちはみんなで見ましょうね

というふうな気概を生むような形の話し合いを進めていってもらいたいなというふうに思っ

ています。ということで私の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） これで、４番、瀧本正德君の質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 林 﨑 幸 正 君 

○議長（菊池 孝君） 次に、８番、林﨑幸正君。 

〔８番 林﨑幸正君質問壇登壇〕 

○８番（林﨑幸正君） ８番、林﨑幸正です。 

 林﨑幸正であります。 

 通告により大きく２点、質問させていただきます。 

 大きい１点目でございます。木工団地２事業体への未償還金等への対応についてでござい

ます。 

 木工団地２事業体の未償還金等への対応は、住田町の重要課題であると考えることから、

次の点をお伺いします。 

 １点目、調停申し立ての手続きが打ち切りとなったが、なぜかお伺いします。 

 ２点目、今後、どのように進めていく考えかお伺いします。 

 大きい２点目でございます。県道釜石住田線の道路改良についてでございます。 

 県では、県道釜石住田線の道路改良に着手するため、平成30年度に調査費として400万円

を計上したと聞いていることから、次の点をお伺いします。 

 １点目、道路改良区間は、小松～中埣、土倉～大洞の２カ所の区間かお伺いします。 
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 ２点目、早期完了が望まれるが、事業期間は何年間かお伺いします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） 答弁を求めます。 

 町長、神田謙一君。 

〔町長 神田謙一君登壇〕 

○町長（神田謙一君） 林﨑議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、大きく１点目でございます。 

 木工団地２事業体のご質問につきましては２項目ありますが、一括してお答えさせていた

だきます。 

 ２事業体に対し貸し付けた融資残金、集成材加工施設賃借料、町有林立木未払い代金、総

額10億円超の支払いを求め、両事業体と連帯保証人に対し調停手続きの申し立てを行ってお

りましたが、このほど和解、合意に至ることができず、残念ながら調停を打ち切ることとな

りました。 

 調停の申し立てにつきましては、昨年７月の臨時議会におきまして議決を得て、町の顧問

弁護士に依頼して準備を進め、11月下旬に簡易裁判所に申し立てを行いました。その後、裁

判所から両事業体並びに連帯保証人、死亡された連帯保証人につきましてはその相続人に対

して調停期日呼出状が送付され、第１回目の調停を１月中旬に簡易裁判所において行われま

した。その後、３月、４月、５月、８月に呼び出しがあり、計６回の調停が行われたところ

であります。 

 進めていく中で、調停の対象者が事業体２名と連帯保証人、相続人合わせて25名おりまし

たが、相続を放棄された方などがおり、最終的には事業体２名と連帯保証人10名、相続をさ

れた方３名の計15名との調停による話し合いを進めてまいりました。 

 調停による和解をするためには双方の歩み寄りが大事であり、町としましては、連帯保証

人等から個別の財産を明らかにしていただいた中で和解する額に歩み寄ることが必要と考え

進めてきたところです。 

 ５月に行われた調停におきまして、連帯保証人の責務として相当額の負担を検討しており、

連帯保証人等の調整を図るためにも弁護士を交えて検討したいとの申し出があったことから、

裁判所から連帯保証人の方々が協議する十分な時間を設けていただき、８月に行った調停に

おいて確認をしたところであります。 

 ８月の調停を迎えるに当たり、連帯保証人から支払額の提示が裁判所にあり、裁判所から
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町顧問弁護士を通じて町への報告がございましたが、到底、議員の方々、町民の皆様から理

解を得られる金額、内容ではなかったことから、議員の皆様と協議した結果、再考されたい

という回答をしておりましたが、８月の調停では同様の内容での回答であったため、裁判官

からの提案もありましたが、当日参加した連帯保証人からはその提案は受け入れられないと

いう回答であり、今後の進展が見込めないという裁判官の判断により調停を打ち切ることと

なったため、和解、合意に至ることができませんでした。 

 この調停手続きは、町として事業体を存続させるために行った手続きであり、気仙プレカ

ット事業協同組合のご協力を得ながら２事業体の再建を図ろうとしたものであります。今後

につきましては、町ができること、事業体ができることを整理し、町顧問弁護士や外部の会

計士等からのアドバイスをいただきながら、議員の皆様とともに協議しながら、取り組む方

向性が見えてきた段階において町民の皆様にも説明しながら、事業の存続に向け進めてまい

りたいと思っているところであります。 

 次に、大きな２点目の県道釜石住田線の道路改良についてお答えをいたします。 

 議員ご承知のとおり、県道釜石住田線を含め町内の国道３路線、町道４路線につきまして

は、主要幹線道路の整備促進として国及び岩手県に対しまして、町議会、気仙広域連合、各

道路整備促進期成同盟会とともに路線全体の改良整備促進を要望しているところであります。

しかしながら、県道釜石住田線の道路改良につきましては、昨年度、県からは早期の事業化

は難しいという回答があったことから、特にも今年度につきましては、当該路線の改良の要

望を最重要項目の一つとして対県要望を行い、現在、文書での回答を待っている状況であり

ます。 

 （１）の道路改良区間についてでありますが、議員が示されました小松～中埣、土倉～大

洞の２カ所は区間的に間違いはありませんが、今回、県予算に計上された調査費は道路現況

調査であり、現在の道路の問題箇所等を抽出するものとなっております。 

 （２）の県道釜石住田線の早期完了と事業期間についてでありますが、先ほど申し上げま

したとおり、今年度は調査費のみの計上であると、そのため、実際に道路改良を行うには予

備設計や詳細設計が必要となり、その後の道路改良工事となりますので、現段階では岩手県

より具体的な事業実施は示されておりません。 

 今後につきましては、まず県からの今年度の要望の回答を待つことになりますが、その結

果によっては道路改良に早期に着手していただくよう、引き続き最重点項目の一つとして要

望活動を進めてまいらなければならないというふうに考えてございます。 
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 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 再質問を許します。 

 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 再質問させていただきます。答弁は副町長のみお願いします。 

 今、町長が答弁したとおり、そのとおりだと思います。我々議会が今までいろいろと相談

を受けながら、調停そのものというのはじっくりとうまい方向にいけばいいなと思いながら

見ておりましたが、案の定と言えば案の定、結局不調に終わったと。では今後どうしたらい

いかと、その第二の作戦、副町長、今後の持っていき方というのはどのようなことを考えて

いますか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 今回の調停が不調に終わったことについては、町長はじめ私たち行

政、それから議会の皆さんも大変残念に思っているところと思いますが、これからの町とし

ての、どういうふうにこの債権回収と２事業体の経営の維持に向かっていくかということの

ご質問だと思いますが、町として今後やることについては、これからもそうですし、今まで

もそうでしたが、議会の皆さんと逐次協議しながら意思決定をしていくものと思っておりま

すが、なかなか町単独でやれることは手段としては少ないのかなと。調停につきましても、

本来であれば相手方から債務の減免ということでやるのが通常でありますが、どうしても２

事業体の存続と債権の確保ということで、町からの調停になった経緯もありますので、なか

なかうちのほうでやれる方法は少ないのかなと。その中でできるとすれば、債権確保のため

に訴訟を起こすこと、それからこれはなかなか厳しいと思いますが、債権放棄をするか、ま

たは現状維持というぐらいの選択肢しか今のところはないのかなと。これは町で自らがやれ

るという範囲の選択肢でありますが、ただ、２事業体、三木ランバーのほうでやれるとすれ

ば法的整理、私的整理があるので、その辺の話し合いが進むのであればそちらの方向も考え

ていきたいと思っております。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 副町長ね、私は次にいくステップの前に、やっぱり今までの不調の件

を町民に知らしめると、報告なりそういうのを懇談会をもってこうだったというふうなこと

を始めるべきではないかと、今回は。それに対して町民からのもう一回ご意見を聞いて、方

策とかいろいろな面が出てくると思う。だから、もう今年の12月前に地区にご報告して、こ

うだったのだと、今までこういうふうにして努力してきたが、こういうふうに不調に終わっ
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たんだということを正直に町民に私は言うべきだと思う。それを今年中にやるべきだと思い

ますが、副町長、いかがですか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） この調停を行う前に、申し立てする前に町民の皆様にも説明しまし

たし、議員の皆様の同意を得てやったわけでございますが、その際には、今回の調停は当然、

債権の全額回収ができないという話も町民の皆様にはしておりましたし、調停が不調になる

というケースも説明しておりました。今回の調停が不調ということで、まだまだ新しい動き

があったということではないですので、先ほど私が答弁の中であったような動きがあれば、

その際には説明が必要かとは思っております。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） いろいろ行政は行政の考え方、議会は議会と言うけれども、要するに

公的融資だからね、公的融資なんですよ。そういうような面だから、そういうような面をぜ

ひとも今年中に、平成も今年で終わりだからね。来年は元号がどうなるかわからないが、や

はり平成のうちに町民にいきさつを、本当に正直にざっくばらんに説明して、では方策とし

てこういうようなことも考えているのだがということを提言しながら町民のご意見、顧問の

ご意見ではないよ、町民のご意見を聞くことが町政たるものだと思いますが、副町長、いか

がですか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 現段階ではまだ町民の皆様に知らせる、調停が不調に終わったこと

は新聞等もありまして、今日の町長の行政報告、それから今の一般質問でもありますので、

町民の皆様も既にご承知かとは思っておりますので、その内容等についても説明するのは、

訴訟等の関係がありますので、細かく説明できかねる金額等もありますので、先ほど答弁い

たしましたように、新しいアクションを起こさなければいけないとか、相手方の２事業体の

ほうで新たな法的整理、私的整理が進むというのであれば説明は必要かと思っておりますが、

現段階では説明する内容ではまだないのかなと思っております。ただ、説明が必要であれば

議員の皆様とともに説明をしなければいけないと思っております。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 私個人といたしましては、今までのやってきたことというのは、これ

が何かと言えば、ここまで今までやってきたんだと、調停までやって、こっちのほうから頭

を下げながら債務者に対してそれなりのご相談を申し上げてきましたが、どうにも至らなか



－45－ 

ったんだというのは実績づくりではないかなというふうな面にも思える。そうではない、こ

れからは。やっぱり責任の所在をどういうふうにはっきりしていくか、そこをどういうふう

にはっきりしていくかということを今後やらないと。責任だよ。要するに、町民の公金を使

っているんだから。貸して、貸してくれということは払うから貸してくれと公金を使ったわ

けだから。だから、そういうことは、使って回収できないということは何かと言えば皆さん

でご説明しなければならない義務があるでしょう。そして、それなりの責任も明確にしてい

かないと。それが今後ではないかなと、私はそう思っているんです。 

 ずるずる、ずるずるいろんな施策がありますよと言ったって、町民は今まで何をやってい

るんだと、そこのところ俺は望んでいるのが町民ではないかと。もうこういうような形はい

いと思うよ、俺は、逆に。もうはっきりしてこうなんだというようなことを示さないと。そ

れで町民が待て、待てよとか、もう少し償還のほうを待ってそれなりの実績を見ながら、で

は経営再建に協力していくかと、いろんなことが出てくるのではないかと思いますが、副町

長、いかがですか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 責任の所在ということになれば、町民も、皆様ご存知のとおり、相

手方に第一義的には責任があると思っていますし、返してもらうのも相手方の責任だと思っ

ております。ただ、現段階では、先ほどもご答弁しましたが、まだ町民の皆様に具体的に説

明してこういう行動に入りたいという段階にはなっておりませんので、そういう行動なり物

事を進める段階になりましたら、議員の皆様とこういうことを進めていきたいという協議を

して合意を得て一緒に説明会に臨みたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 今、幸いに傍聴に森林組合の組合長も傍聴に来ている。ということは、

俺の質問がどんなものだと、待て待て、今後も一生懸命稼いで払わなければならないのかな

と、もう少し稼いでから儲けを上げて、融資残高を償還していかなければならないのかなと

思って聞きに来ているかもわからない。逆に言えば、払わなくていいんだと聞きに来ている

かもわからない。そこのところを明確にしながら、公にしながら、どういうふうにしていく

かということを考える時期に今来ているのではないかと。ずっと俺はやってきているから、

これ。 

 それで、後々の事業に対しての影響があるのであれば違うことも考えていかなければなら

ないんだろうし、逆に言えば影響があるんだろうと思って償還をしないかもわからない、考
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え方。そこのところの駆け引き、俺はいっぱいあると思うよ、副町長。だから、そこのとこ

ろをどう動かすかが、やっぱりそれなりに我々にも責任があるんだろうし、行政側にも責任

がある。 

 なぜこれを言うかと言えば、町民の公金だから。そういうような考え方でしていかないと、

片方は動かないと思うよ、もう。だから、どういうような動き方をさせるかというのは、や

っぱり人間対人間ではないかと、そこまでいって、やっぱり再建をさせる、これは理想かも

わからないけれども、無理なら無理だというようなことを早く決断してやることが次のステ

ップになる。ずるずる、ずるずると引っ張らないで。 

 副町長、あなたも大変だかもわからないけれども、議員たちも大変だ。だから、そこのと

ころを、腹をくくった明確な情報そのものを町民に知らしめると、それでこうなんだと言え

ば、いろんな対策方法というのが出てくると思うよ。何も恥ずかしいことない。それを早く

町民に知らしめるのはまだ時期が早いと言うけれども、知らしめることによっていろんな解

決策があると思うんだ、私は。いかがですか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 町としての立場というか、スタンスは調停を起こす前から変わって

おりません。ご存知のとおり、事業体の継続と債権の確保でございますので、そういう大き

なものは変わっておりませんし、先ほどからお答えしていますが、まだ新たな展開とかが見

えてこない中での町民説明会というよりは、議会の皆様と相談し合意を得ながら、次のステ

ップの債権確保に向けた動きが始まる段階では議員の皆様と一緒に説明をしていきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 副町長ね、ではあなたが今言ったとおりに、訴訟を起こすとか、今後

の動き方によっては、また債権放棄しますと、だって債権放棄すればしたなりのまた企業体

にいろんな影響があることはわかっているんでしょう。そこのところだよ。それをどう考え

ていけばいいかということになれば早く決断するべきだと私は思う。一番のネックは要する

に次の新事業に対しての、やっぱり林野庁、県、それなりの評価がどういうふうになるか、

私はそこのところだと思う。だから、そういうようなことを踏まえながら見れば結論は俺は

決まっていると思うよ、正直言って、動き方というのは。決まっていますよ、これ。だから、

そこのところだ、副町長。 



－47－ 

 それで、いろいろ聞いて歩きますよね。要するに、プレカットにお願いします、プレカッ

トの経営指導をお願いしますとやっているけれども、プレカットから言わせれば、経営指導

はするがお金までの面倒は見ないということで言っているわけなんです。ところが、何知ら

ぬ顔がお金まで面倒見ているような感じ、こういうふうなことをいつまでやっていたってど

うしようもないと思いますよ、副町長。いかがですか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 林﨑議員ご質問のとおり、いつまでもという気持ちは私も町長含も

め行政側はありませんし、ただ、林﨑議員のおっしゃる次の事業への絡み、それから債権の

確保、事業体の継続がありますので、その辺の絡み具合といいますか、若干時間をかけなけ

ればいけない場面もあります。その中で次の事業へのステップも考えなければいけないです

し、債権の確保も考えて新たな方策を見出していかなければなりませんので、それらが見え

てきた時点での説明会かなと私は思っております。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 副町長はそう思っているかもわからないよ。だけれども、ここでも副

町長が説明しているとおり、当時の連帯保証人とか債務者というのは25人いたでしょう。年

をくってくればくるだけ、わかるでしょう、それなりの人がいなくなってくると。それでは

どうするかとなるわけだ。25人が今16人だよ。年数が経てば経つほどその債務者が減ってき

ます。それに対してはどういうふうに副町長、思いますか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 私が言うのもなんですが、連帯保証人の中には高齢者がいることも

事実ですし、連帯保証人の相続人が相続放棄した例も確かでございますが、本当に今つらい

ところですが、時間と住田町でやれることの決断の時期と次の事業へのステップもあって、

非常に今悩んでおります。それらを踏まえて、新たな方策を見出してくれば議員の皆様と相

談し合意を得て進むときにやりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 副町長、ちょっと聞いておきますが、この債務者に対してだよ、行政

側が何回ぐらい、膝を交えて真剣になって討論したことがございますか。何回ぐらい債務者

と膝を交えて本音を言って討論したことがございますか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 
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○副町長（横澤 孝君） 債務者の方とは調停に入る前にも何度となく、うちのほうと協議を

しているはずでございます。協議、話し合いですね。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 協議をしていてだよ、こういうふうな調停の不調ということは、ちょ

っと俺はあり得ないのではないかなと。副町長、そう思うよ。だって、こっちは貸していて

お願いということは普通はないんだから。払えと取り立てに行くのは債権者だから。それで、

ここまでもずっと待ってきて、ずっと今までやってきて、こういうような不調になって、で

はあと何があるの、だからどこまで面倒を見ればいいの、それなら。ないと思うよ、俺は。

だから、一般の企業の考え方と行政の考え方は違うかもわからないけれども、それは違う。

町民を愚弄していると思う、俺は。そういうような考え方はございませんか。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 

○副町長（横澤 孝君） 林﨑議員ご質問のとおり、債務者については林﨑議員と同じ考えで

す。調停に入る前にも債務者、連帯保証人の方たちとはお話をしながら、当然調停が成立す

ると思っていたものが不調になりましたので、非常に残念でありますし、個人的には裏切ら

れた気持ちであります。 

 ただ、先ほどから答弁を繰り返していますとおり、次のステップへの事業とか、いろいろ

ありますので、時間はかけたくはありませんが、かかる場合もあります。そこはかなり今慎

重に進めなければいけませんし、私も町長もジレンマに陥りながら処理を進めていますので、

それらが、先ほどから答弁を繰り返していますが、町としてやれることは限られています。

ただ、相手のやれることもありますので、その辺が見えてきましたら、何度も同じ答弁にな

りますが、町民への説明会が必要かと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） 本当にはらわたが煮えくり返っていると思うのですよ。そのとおりだ

と思います。 

 では、それに膝を交えて会議、話し合いをするようなことをもう一回、ちょうど代表理事

も決まっているから、それに今、傍聴している森林組合の組合長も入れながら、あとは町長

も入って副町長も入りながら、下っ端入れてもしょうがないから、そこのところで会話する

ことを望みますが、副町長。 

○議長（菊池 孝君） 副町長、横澤孝君。 
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○副町長（横澤 孝君） うちのほうでは前から、以前からも担当課長なり課長なり、連帯保

証人の方、それから事業体の理事長の方と話をしたいと思いますし、時間を捉えてしていま

すが、なかなか、すみませんが、相手方が意見がそろわない状況で大変苦慮しています。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 林﨑幸正君。 

○８番（林﨑幸正君） では、私のほうから、今、傍聴に来ている組合長にお願いしますよ。

どうしても膝を交えて会話するような形をとってほしいなと、そう思います。嫌なことは逃

げたいという気持ちはそれはわかる。だけれども、嫌なことを早く解決して次にいくという

ことも考えてほしいと、そう思いますので、傍聴に来ている方によろしく、よろしくお願い

します。 

 次に、２項目めにいきます。 

 県道釜石住田線の道路改良についてでございます。 

 町長、副町長、おかげさまで県要望も一つに絞っていただきまして、２カ所の調査費がつ

いたと。私もこうやって何回も質問して、おかげさまで30年になるかな。30年になって調査

費だもん。今喜んでいるところもあるんですよ。だけれども、町長、あと付いたばかりだが、

あと一歩の押しを今後ともよろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） これで、８番、林﨑幸正君の質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐々木 初 雄 君 

○議長（菊池 孝君） 次に、２番、佐々木初雄君。 

〔２番 佐々木初雄君質問壇登壇〕 

○２番（佐々木初雄君） ２番、佐々木初雄であります。 

 今、台風21号が徳島県に上陸し、東北地方の日本海側に向けて進んでいるところでありま

す。猛烈な雨と風で飛行機が欠航したり電車も運休されている状況でございます。被害が少

なければなと思っているところであります。 

 ９月は大きな台風の来る季節でもあります。一昨年の岩泉の台風10号は岩手県沿岸地方、

特にも岩泉町は甚大な被害を受けたのが記憶にも新しいところであります。住田町は岩泉町

と地形が似ているところがあります。大きな被害を未然に防ぐことを願い、通告により次の
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２点を質問させていただきます。 

 １点目は、防災対策について伺います。 

 地球温暖化が原因なのか、異常気象と思われる集中豪雨が全国各地で発生しています。洪

水や土石流被害による減災対策を進めるべきであります。よって、次の２点について伺いま

す。 

 （１）水害予防計画の河川改修事業についてであります。 

 県が管理する気仙川、大股川は津付ダムの関連事業である程度改修が進んでいます。町が

管理する河川も、住民の命と財産を守る上で河川改修は重要であります。町の水害予防計画

の中でも改修事業は「産業経済の発展に伴う土地利用の高度化と防災上の要請からも河川改

修は急務とされています」としていますが、現状をどう捉え対策はどうなっているのか伺い

ます。 

 （２）災害時の避難誘導について伺います。 

 全国的には、台風や洪水、土石流など風水害の災害時における避難行動についてのアンケ

ート結果によれば、避難した方の割合は低く、自宅にいて被災する方が少なくありません。

当町では、風水害のときに避難勧告、避難指示を出していますが、緊急避難場所、あるいは

避難所に行く経路に急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流箇所が多いこの地域では、崖崩

れや土石流など土砂災害の二次災害を防ぐ上で住民が迷うところが多いと思います。防災意

識の高揚や防災知識の普及をどう進め防災に生かす考えかお伺いいたします。 

 次に、大きな２点目の鳥獣被害対策について伺います。 

 鳥獣被害は農林業従事者の生産意欲の減退と遊休農地の増加に拍車をかけています。農林

業の鳥獣被害対策として、シカなどの有害捕獲事業やシカ網、電牧などを設置しています。

捕獲数がまだまだ少なく、シカの繁殖に追いつかない状況と思っております。シカやクマ、

サル、イノシシ、ハクビシンなど、農林業の鳥獣被害対策に今後どのような施策を考えてい

るかお伺いします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） 答弁を求めます。 

 町長、神田謙一君。 

〔町長 神田謙一君登壇〕 

○町長（神田謙一君） 佐々木初雄議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の防災対策についての（１）河川改良の現状をどう捉え、対策はどうなって
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いるのかというご質問にお答えをいたします。 

 本町の河川につきましては、県管理河川と町管理河川がありますが、県管理河川は気仙川、

大股川、小股川、篠倉沢川、坂本川、新切川、世田米の中沢川の７河川で、現在は岩手県に

おいて気仙川及び大股川について、治水安全度30分の１で河川改修を進めているところであ

ります。また、本町の管理河川は、準用河川の火の土川、上城川、名代沢川の３河川とその

他の普通河川があり、河川の改修につきましては、災害の復旧による護岸の整備や河道掘削

による河川維持を主に実施してきたところであります。 

 本町の管理河川の改修における現状につきましては、平成28年の台風10号の際に被害があ

った上有住の中沢川において抜本的な河川改修を進めておりますが、今後につきましてもそ

の他の河川を含めまして、防災上の緊急度、優先度を考えながら、必要に応じて河道掘削や

危険立木の伐採等、災害予防に努めた河川の改修を行っていかなければならないと捉えてお

ります。 

 次に、（２）防災意識の高揚、防災知識の普及についてであります。 

 昨今の気象状況は、全国的にも局所、局地的にも豪雨が頻発しており、河川の排水能力を

超える大規模な氾濫や土砂災害の発生など災害が激甚化しております。本町は総面積のほと

んどが峻険な山地であり、その中心を北から南に流れる気仙川と、その支流に沿ったわずか

な平坦地で私たちは生活、暮らしをしております。豊かな水と緑に育まれた生活ではありま

すが、議員ご質問のとおり、改めて中小河川や沢々、急傾斜地のそばで生活する防災意識の

高揚が求められていると考えております。 

 本町では、平成27年度に冊子型の住田町防災マップと岩手県版みんなの防災手帳を全戸に

配布したところであります。住田町防災マップには、土石流危険区域や急傾斜地危険エリア、

洪水災害にかかる危険箇所を表示しているほか、緊急避難場所、大雨時、地震発生時の一般

的な行動マニュアルなど、あらかじめ各家庭等において備えておいていただきたいことを情

報として盛り込んでおります。 

 突然起こる災害から自らを、そして地域を守るためには、町の防災対策などの公助、自主

防災組織の活動などの共助、ご家庭の対策などの自助が互いに連携し、地域の防災力を強め

ていくことが重要であり、特に自助における取り組みにおいて、災害に備えて知識の習得や

準備、地域や身の回りの危険箇所や避難経路をあらかじめ把握しておくことの必要性などを

呼びかけております。 

 しかしながら、先の西日本豪雨では、全戸にハザードマップを配布していたにもかかわら
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ず、あることも知らなかったという方がいたこと、避難途中で被災される、あるいは避難せ

ず自宅で被災される事例が報告されていることはご承知のとおりであります。これらのこと

を踏まえた、よりきめ細やかな避難経路の作成と周知、運用、防災意識の高揚と防災知識の

普及が必要であるとのご提言でありますし、西日本の豪雨災害からも、命を守るためには早

めに避難するという習慣づけが重要であるということが教訓として得られるものであります。 

 減災の取り組みはさまざま考えられます。より安全で迅速な避難行動をとるための取り組

みが特に必要となると考えることから、例えば総合防災訓練で行っている住田町防災マップ

を活用した避難訓練に加え、危険箇所や避難経路、情報伝達経路の確認、意見交換など繰り

返し行い、地域の実情に合った避難の手順などを確立させていく作業を住民共同で行うこと

により防災マップの精度が高まることはもとより、地域の中での防災意識の高揚につながり、

地域の防災、安全が図られるものと考えております。 

 いずれ、我々行政は知らせるためのさまざまな取り組みを今まで以上に行う必要があると

考えておりますし、町民の方々にはそのことを知っていただき、また、行政の取り組みだけ

では不十分でありますので、各地区の自主防災組織やコミュニティによる取り組み、最終的

には各家庭単位で話し合い、個人一人一人がしっかりと行動していただくことで、逃げ遅れ

ゼロにつなげてまいりたいと考えてございます。 

 次に、大きな２番目、鳥獣被害対策についてでございます。 

 シカの捕獲数がまだまだ少なく、繁殖に追いついていない状況というお話がありましたの

で、まず有害捕獲事業の状況でありますが、シカの生息状況は、平成25年３月の岩手県の調

査結果によりますと、五葉山地区、釜石市、大船渡市、陸前高田市、当町住田町は7,400頭

から１万1,100頭の生息数となっているところであります。一方、当該地域での有害捕獲、

狩猟期を合わせた捕獲頭数は、岩手県の資料によりますと、平成26年度6,250頭、27年度

5,406頭、28年度6,258頭、29年度6,872頭となっており、このうち本町では、平成23年度

274頭だったものが平成26年度1,821頭、27年度1,279頭、28年度は1,097頭、昨年度の平成

29年度1,431頭の実績となっており、鳥獣被害対策実施隊の方々のご努力、ご協力もあり、

捕獲頭数が大幅に増えているところであり、鳥獣被害防止に向けた積極的な捕獲活動を継続

して実施してきているところであります。 

 今後、どのような施策を考えているのかというご質問でありますが、有害捕獲事業につき

ましては、本町ではこれまでにも有害捕獲活動の充実、強化に向けた施策を講じております。

まずはハンターの担い手対策としまして、新規の狩猟免許取得及び有害捕獲活動に要する経
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費に対して助成する狩猟免許等取得補助金を平成24年度から施行して、有害捕獲事業者の負

担軽減に努めてきております。また、シカを捕獲した際の報償費を、有害捕獲従事者のこれ

までの貢献と被害状況等をかんがみ、平成24年度からは１頭当たり6,000円から１万2,000円

に引き上げたところであり、平成25年度からは国の鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業を本町

でも活用しており、本事業の対象となる頭数分につきましては１万4,000円を報償費として

交付してきたところであります。 

 鳥獣被害対策実施隊の隊員数は、隊を結成した平成25年度の38名から現在47名まで増加し

ているところであります。鳥獣被害対策の有害捕獲活動は非常に重要な対策であると捉えて

おり、今後におきましてもこれまでの対策を引き続き講じていくとともに、有害捕獲活動の

さらに充実強化につながる施策を検討しながら進めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

 次に、町内の農産物の鳥獣被害ですが、シカ、カモシカ、ハクビシン、サルを中心に被害

報告が多い状況にあります。 

 さらに、昨年はイノシシが捕獲されたことから、今後はイノシシを含めて対策を講じてい

かなければならない状況となっております。 

 鳥獣被害対策についてですが、３つの対策が十分に実施されて初めて効果を発揮すると言

われております。１つ目は、防護網等の設置を行う、いわゆる防除対策、２つ目は、獣を寄

せつけないための環境整備対策、３つ目は、害獣の生息頭数を減らす捕獲対策であります。

この３つの対策は、農家の方々はもちろん、地域内での理解や協力が必要となります。特に

も獣を寄せつけないための環境整備対策については、農地と山際の草刈りを徹底し、人間の

存在を知らせることだけでなく、獣の住み家とさせないことが重要と考えられます。これま

で自らの農地は自らで守る、また地域の農地は地域で守る観点から農林業振興会を通して防

護網や電気牧柵などの設置を進めてきております。また、今年３月には五葉の土倉地内に町

内では初めてサル用の網を試験的に設置しており、今後はその効果等を検証しながら、サル

対策も進めてまいりたいと考えております。 

 今後の鳥獣被害対策についてですが、今までに進めてまいりました施策を継続して進めて

いくとともに、効果的な新たな施策を検討しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） ここで、２番、佐々木初雄君の際質問を保留し、暫時休憩します。 
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休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（菊池 孝君） 再開します。 

 休憩前に保留いたしました２番、佐々木初雄君の再質問を許します。 

 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 １つ目の防災対策についてですが、県が管理する河川については県のほうに強力に要望し

てもらうということで、これからはこの項では町で管理する河川について質問させていただ

きます。 

 災害の多い年、あるいは比較的少ない年それぞれあるわけでございますが、災害復旧工事

に伴う事業を行っていますが、ここ４、５年で災害復旧工事以外で防災のため町で管理する

河川改修等の工事はどの程度行っているかお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 建設課長、山田研君。 

○建設課長（山田 研君） 町河川における改修工事の実績ということでございますが、平成

28年の台風10号後、町単独でも河川改修のほうを行わなければいけないということで、平成

29年度より河川改修の予算措置をして河川改修のほうを実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） １時間に80ミリ以上の豪雨、ゲリラ豪雨といいますか、この降る回

数は30年前の1.7倍に増えていると言われております。豪雨被害が多い日本のどこで起きて

もおかしくない時代です。今まで大丈夫だからと思わないで、予算が大変なこともわかりま

すが、河川改修の防災上の緊急度、優先度をつけて、護岸工事なり危険立木等の伐採など、

少しずつでも行う必要があると考えますが、どうかお伺いいたします。 

○議長（菊池 孝君） 建設課長、山田研君。 

○建設課長（山田 研君） 議員おっしゃるとおり、まさしくそのとおりだと思います。町単

独費の限られた予算ではございますが、優先度を考えながら有効に河川改修のほうを行って

いきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 



－55－ 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 岩手県で指定している土石流危険渓流箇所、町内では208カ所ある

んだそうです。そのうち、民家５戸以上あるところが60カ所、その他が148カ所、それから

急傾斜地崩壊危険箇所、これは311カ所なそうです。民家５戸以上のところが23カ所という

ことで、こういう危険箇所がいっぱいある住田町でございます。前向きに考える必要がある

と考えます。先ほど言いましたように予算の関係もあると思いますが、改めて河川改修の工

事をもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 建設課長、山田研君。 

○建設課長（山田 研君） 議員おっしゃるとおりの危険箇所が町内にはございます。土石

流・急傾斜地危険対策につきましては、岩手県が事業主体になって行っているものでござい

ます。町といたしましても、県と連携をしながら危険排除に努めてまいりたいと思いますし、

河川につきましても河川パトロールを実施するなど、常時危険箇所を把握し、改修等を行っ

てまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 少し変えまして、危険箇所には住宅の新築は避けるべきだと思うん

ですが、住田町には危険箇所があまりにも多くて安全な場所が少ないわけですが、危険箇所

でも住宅新築というのは許可なるんでしょうか、お伺いします。 

○議長（菊池 孝君） 建設課長、山田研君。 

○建設課長（山田 研君） 危険箇所にも特別警戒区域と警戒区域とございます。特別警戒区

域のほうにつきましては新しく住宅を建てることはできません。警戒区域については住宅の

建設は可能かなと認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 防災の関係で関係あるんですが、昭和橋の架け替えを今進めている

わけですが、大雨の影響で岩泉の二の舞にならないように、防災の面からも早めに完成が必

要と思われますが、幅員やルートを今年度中に決定するということにしておりましたが、変

わりはないんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（菊池 孝君） 建設課長、山田研君。 

○建設課長（山田 研君） 議員ご指摘のとおり、昭和橋については、できるだけ早く工事の
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ほうを着工していただくように、県に今後も連携しながら働きかけを行っていきたいと考え

てございます。 

 ルートと幅員の関係でございますが、９月６日、明後日、第１回の昭和橋景観検討委員会

を開催するところでございます。第１回の協議事項といたしまして、幅員とルートのほうを

協議予定でございます。その委員会での結論が第１回で結論が出るかどうかは未定でござい

ますが、そのような形で進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） それでは、ルートとか幅員が決まらないと県のほうでも設計ができ

ないと思うので、遅れることのないように進めていただきたいと思います。 

 次に、（２）の災害時の避難誘導について、ハザードマップ、被害予測地図ですか、これ

は全世帯に配布しているわけですが、先ほど町長が言いましたとおり、見たことがないとい

う方もいるようですが、漫然と眺めている方が多いのではないでしょうかというように思っ

ております。今まで被害がなかったからということで軽視して行動しない方が多いのではな

いかなと思われます。想定外の規模の災害が全国各地で起きております。災害時の避難場所

に行くにも遠く、先ほど言いましたように危険箇所を通らなければ行けないと、こういうふ

うなことが多い場所ですので、二次災害の危険もあるわけですが、ハザードマップを持ち腐

れにせず、いつ土石流が起きても洪水になっても大丈夫なような避難対策を行政と住民双方

で共有すべきではないのかなと思いますが、どのように進めていく考えかお伺いいたします。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 議員ご質問のとおりと思っております。いずれ、そういったもの

については住民にもお配りしておりますし、防災訓練等を定期的にやられているというとこ

ろであります。にもかかわらず、西日本豪雨の際にはそういう状況も起きているというのが

そのとおりでありますので、今後につきましては、地域に合った形の避難ルート、我々一人

一人がその避難所にたどり着くルートというのは全く違うわけなので、その辺を、地域のこ

とは地域の方が一番よく知っておりますので、そこら辺がキーになってくるのだろうなとい

うふうに思っております。そういった各地域事情に合った避難ルートの設定について、どう

いう方法があるかというのを考えていかなければいけないと思いますし、協働で行動できる

ようなものをつくっていければなというふうに思っております。 

 以上であります。 
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○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 一昨年の岩泉の台風10号、岩泉、宮古、久慈で道路が寸断された箇

所が60カ所あるんだそうでございます。住田町でも土石流で川がせき止められればダムにな

って、こういうふうに被害になるんだよとかいろいろあると思うんですが、そういう形での

住民意識の高揚といいますか、行政のほうではやっているつもりかと思うんですが、住民側

からすれば何となくまだまだ弱いのではないかなというふうに感じるところでもあります。

いろんな集まりがあるたびに、わざわざ座談会を開いてもなかなか集まらないケースが多い

ので、住民が集まる機会があれば、例えばパンフレットを届けるだけでも違いがあると思う

ので、こういうふうな恐い目に遭わないようにということの意識を高揚するためのそういう

ふうな行動も必要ではないかなと思います。どうかお伺いします。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 議員ご質問の部分も私も同感であります。町長が申し上げました

とおり、我々は今まで以上にお知らせする努力をさまざまな形でしていく必要があるなとい

うのは昨今の被害状況を見ていて強く感じるところであります。また、住民の方々にもいろ

んな情報を自らとるような、そういう部分も、我々のほうからのアプローチの仕方もあるの

かもしれませんけれども、お願いしたいところでもあります。あとは、地域の力というもの

が結構大きなウエイトを占めると思いますので、その部分、これから進めていかなければい

けないというふうには考えております。 

 以上であります。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） ３日、４日前ですか、防災の日でありますが、先ほど言ったように、

９月は大きな台風が来る時期でもあります。防災無線を流してはいるんですが、実際聞いて

いる方がどれぐらい聞いているかというのを疑問に持つところでもあります。交通安全の広

報車が歩くのは違って無線で流すわけですが、遠いところはスピーカーもあって、それぞれ

聞こえる状態にもなっているわけですが、ほとんど聞こえているという認識でしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 情報の届け方というのはさまざまあります。防災無線もそのとお

りであります。もちろん、聞いている、聞いていないの部分についてはあるのかもしれませ

んけれども、当方といたしましては、持っている防災無線とか、あとはテレビとか、さまざ

まな形で情報は流していきたいというふうに思っております。先ほど来申し上げております
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けれども、一方的に流しているだけという部分はあるんですけれども、流すのは私どもの仕

事でありますので、あとは住民にどう聞いていただくのかというのは、これから一つの課題

でもあるかなとは思っております。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 風が強かったり雨が降ったりでよく聞こえなかったという声もある

ものだから今言ったわけですが、それから災害弱者と言われている高齢者、あるいは体の不

自由な方、今かなりの人数がいるわけですが、携帯電話だとか、あるいはパソコンとか、い

ろんな災害の情報が得られるのが若い年代と比べれば少ないと思います。そういう方々が、

昼間ならまだしも、夜間だと避難するのにも、ましてや今の時代、老々避難といいますか、

そういう方も多いわけですが、人数があまりにも多くて全員見守るというのも、これもまた

なかなか難しいところでもありますが、減災のためにどういうふうな形で呼びかけというか、

取り組みをするかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 共助の部分によるところが大きくなるんだろうなというふうに思

っております。そういった老々避難とか、あるいは情報がなかなか、外がうるさいとき、あ

るいは高齢者の方々にはなかなか伝わりにくいというのもそのとおりだと思っております。

そのための情報伝達のあり方であるとか避難の仕方とかという部分、地域の実情に合ったも

のを組み立てていく必要はあるものというふうには考えております。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 避難勧告で行動を始めて避難指示で避難をしてというのは、もちろ

ん皆さん、わかっているわけですが、特別警報だと最後通告みたいな感じになるわけですが、

防災無線で放送になってから行動するのになかなか動きが悪いのではないかなというふうに

感じております。それらがスムーズに行動できるような仕組みづくりというか、そういうふ

うな、特にも町中ならいざ知らず、沢々の奥のほうなんかだと難しい面があると思うんです

が、そういう意識づけといいますか、意識の高揚をぜひ図っていただきたいと思うんですが、

よろしくお願いします。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 共助の部分に頼るというところが大きくなると思っております。

そのため、社会福祉協議会とか、さまざま地域においてきめ細かに活動していただいており

ます。そういうマンパワー等の支援をいただきながら町のほうでも、意識づけということに
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なりますと、繰り返し、繰り返し訓練を行うということに尽きるのかなとは思いますけれど

も、そういったアプローチを今まで以上にする必要があるというふうには考えております。 

 以上であります。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） この項目の最後で、災害時の対応として、自主防災組織それぞれあ

るわけですが、役場の職員を各行政区に担当として振り分けておくというか、緊急の連絡等

で、そういうことがあればよりスムーズにいくのかなというふうに考えておりますが、そう

いうことはできないのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 総務課長、熊谷公男君。 

○総務課長（熊谷公男君） 地域防災計画の中で各課係の割り当てをしてございます。町の職

員百数名いるんですけれども、そういった中で割り振りをさせていただいておりますので、

地域、各自主防災組織単位に職員派遣という部分についてはなかなか厳しいものというふう

に思っております。なので、共助の考え方で、地域の中でそういった防災のリーダーという

ものの役割というものが必要になってくるんだろうなというふうに思っております。 

 役場職員の部分については、さまざま全町的な支援という立場で活動するべきだというふ

うに思っておりますので、議員ご提案の部分についてはちょっと厳しいかなというふうに思

っております。 

 以上であります。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） それでは、次に大きい２番目の鳥獣被害対策についてお伺いします。 

 前にも質問したことはあるんですが、農作物の被害が減らず、生産意欲の減退による耕作

の中止、遊休農地ということになっていると思うんですが、改めて質問させていただきます。 

 1,400頭を越える有害駆除ということを先ほど答弁していただきました。鳥獣被害対策実

施隊の方々には敬意と感謝を表すわけですが、里山近くではなかなか減らなくて増えている

ように思われますが、捕獲されたシカというのは、正確ではなくていいんですが、奥山と里

山というか、1,400頭のうち、どういうふうな形で頭数があるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（菊池 孝君） 林政課長、千葉純也君。 

○林政課長（千葉純也君） 里山、奥山の頭数の違いということでありますが、ちょっとそこ

の部分については把握してございません。ただ、有害捕獲を実施している皆さんは、里山に

もわなもしかけてやっているというふうに思っております。今後も同じように里山にも有害
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捕獲事業を実施していくものというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） 里山近くのシカを駆除してもらわないと農作物の被害というのはな

かなか減らないと考えます。日中は民家近くの山で生息して、夜になると畑に行って、畑に

行けば網があるので、網のない道路とか庭先にまで来ると、日中でも２、３頭悠々と歩いて

いる、舗装道路を歩いていると、そういうふうな状況にも見受けられます。シカを寄せつけ

ないための環境の整備ということで先ほど町長からも答弁ありましたが、これは１人、２人

ではなくて、集落こぞってやらないとなかなか効果が薄いと思うんですが、民家近くの有害

捕獲をもっともっと増やすということはできないのでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 林政課長、千葉純也君。 

○林政課長（千葉純也君） 有害捕獲を実施している方々は、その近くの農家の方々からの情

報ももらいながら、先ほども言いましたが、里山でもわなをしかけて努力をしているという

ふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） わなというのは多分資格がないとできないと思うんですが、資格を

取るのが難しいとか、あるいはわなそのものの金額はどれぐらいかかるのかわかりませんが、

増やすということはできないんでしょうか。 

○議長（菊池 孝君） 林政課長、千葉純也君。 

○林政課長（千葉純也君） わなの資格を持っているその実施隊の方々は、１カ所とかそうい

った部分ではなくて、複数の箇所にわなをしかけて有害捕獲に努めているという認識をして

おります。わな自体については、今ちょっと手元に資料がありませんが、かなりの個数を協

議会のほうで購入して持っているという状況であります。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） わかりました。 

 それでは、最後の質問ですが、補助事業でシカ防護網等緊急設置事業と、それから緊急が

つかない事業と２つあると思うんですが、この違いというのはどういうふうに違うんでしょ

うか。 
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○議長（菊池 孝君） 農政課長、紺野勝利君。 

○農政課長（紺野勝利君） 緊急がつかないほうは岩手県の事業になります。それで、県の事

業は前の年に要望調査をして、それを県に要望を出して、次の年に実施できるというものに

なってございます。なお、時間はかかりますけれども、助成率は資材費100％ということに

なりますので、農林業振興会ごとに計画を立てて効率よく使っていただければ非常に有効か

と思われます。 

 もう一つの緊急がついた事業のほうですけれども、これは町単独の事業になります。これ

は２分の１の補助率ということにしてございますけれども、その年に緊急にどうしても必要

だという場合にすぐに対応できるということにして実施をしているものでございます。 

 以上です。 

○議長（菊池 孝君） 佐々木初雄君。 

○２番（佐々木初雄君） それでは、これからも農作物の被害を減らすために、ますます災害

対策に備えていただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

○議長（菊池 孝君） これで、２番、佐々木初雄君の質問を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（菊池 孝君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで散会したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（菊池 孝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで散会することに決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４０分 


